
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ■第６次白老町総合計画ああああああああああああああああああ 
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第１章 基本計画の概要 

第２章 重点プロジェクト 

第３章 基本計画の体系図 

第４章 分野別計画 

第５章 計画の実現に向けて 



 

 

 

 

１ 基本計画の位置付け  あああああああああああああああああああああ 

基本計画は、基本構想で示したまちの将来像を実現するため、まちづくりの基本方針に

基づいて、施策を体系的に整理し、方向性を示すものです。 

 

２ 基本計画の構成    あああああああああああああああああああああ 

基本計画は、すべての施策を体系的にまとめた「分野別計画」と、重点的かつ分野横断

的に取り組む「重点プロジェクト」で構成しています。 

「分野別計画」は、本町の町政運営を総合的に進めるための施策の方向性を示すもので

あり、「重点プロジェクト」は、総論で整理した本町の重点課題を分野別計画の中から重点

的に進めるためのものです。 

なお、分野別計画は、５つの分野、３１の施策によって構成されており、その中から、

重点的に取り組むべき施策を抽出・再編し、２本の柱と８つの個別施策からなる重点プロ

ジェクトとして新たに位置付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本計画の概要 

第３部 基本計画 

第１章 

※３１の基本施策から重点的に取り組むべき施策を抽出・再編し、新たに８の個別 

 施策として位置付けます。 

分野別計画（５つの分野） 

３１の基本施策 

重点プロジェクト（２つの柱） 

８つの個別施策 



 

 

 

 

 

１ 重点プロジェクトの概要あああああああああああああああああああああ 

「人口減少の抑制、地域経済の活性化」を実現させるには、まち・ひと・しごと創生総合

戦略と一体となった取組みが必要となることから、総合戦略の基本目標の考え方を踏まえ、

以下の２つのプロジェクトを設定し、重点的かつ分野横断的に推進することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

重点プロジェクト 

第３部 基本計画 

第２章 

第６次白老町総合計画 

 

人口減少抑制プロジェクト 

総合計画基本計画 
【２つの重点プロジェクト】 

総合戦略 
【３本の柱（基本目標）】 

地域経済活性化プロジェクト 

まちの創生 

ひとの創生 

しごとの創生 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  
第３部 基本計画 

第２章 

人口減少抑制プロジェクト 

重点プロジェクト１ 

重点プロジェ

クトのねらい 

本町では、転出者が転入者を上回る社会減に加え、死亡者数が

出生者数を上回る自然減が続いており、定住人口は減少傾向に

あります。 

この流れを抑制し、定住人口を維持し続けるためには、子育て

環境の充実や健康長寿の延伸による自然減の抑制のほか、移住・

定住の促進による社会減の抑制が必要であり、その生活基盤と

して、誰もが快適で安心して暮らせる住環境の向上や、そこに住

む人の絆づくりが求められています。 

以上のことを踏まえ、「切れ目ない子育て支援の強化」、「スポ

ーツを通した健康増進と疾病予防の推進」、「移住・定住の促進」、

「快適で安心な住環境の向上」、「地域の絆づくり」の５つを重点

施策として取り組みます。 

 

プロジェクト

指標 

指標名 現状値 目標値 

総人口 16,979 人 
（令和元年） 

13,815 人 
（令和 9 年） 

出所：住民基本台帳 

まちの愛着度 
57.8％ 

（令和元年） 

70.0% 
（令和 9 年） 

出所：町民意識調査 

居住評価 
35.9％ 

（令和元年） 

50.0% 
（令和 9 年） 

出所：町民意識調査 

定住意向 
54.3％ 

（令和元年） 

70.0% 
（令和 9 年） 

出所：町民意識調査 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

第６次白老町総合計画 

個別施策 

１－（１） 切れ目ない子育て支援の強化 

子どもを持つことを希望する誰もが、安心して結婚、妊娠、出

産ができるよう、子育て環境づくりや子育て家庭への生活支援

のほか、生きる力を育む学校教育の推進等に取り組み、子育て世

代に選ばれるまちを目指します。 

主要な

取組 

事業：2-3-1 子ども・子育て支援事業の推進 

事業：2-3-2 子どもを産み育てやすい環境づくり 

事業：2-3-3 母子保健・福祉の充実 

事業：2-3-4 乳幼児期の教育・保育サービスの充実 

事業：3-1-1 学校教育内容の充実 

事業：3-1-2 特色のある学校づくりの推進 

事業：3-1-3 安心して学べる教育環境の充実 

 

１－（２） スポーツを通した健康増進と疾病予防の推進 

健康長寿のまちを実現するため、生活習慣病の発症・重症化予

防を推進するほか、町民が主体的に健康づくりに取り組むことが

できる環境を整備するとともに、誰もが気軽に運動・スポーツに

親しめる機会をつくり、町民一人ひとりの体力向上と健康増進を

目指します。 

主要な

取組 

事業：2-1-1 健康づくりの推進 

事業：2-1-2 健診・検診の充実 

事業：2-2-3 地域医療体制の充実 

事業：3-4-1 スポーツの振興 

 

１－（３） 移住・定住の促進 

まちの魅力発信の強化や、移住の動機付けとなる支援等を推

進するとともに、関係機関との連携により、移住後の不安を解消

するための相談窓口等の充実を図りながら、新たな生活の場と

して移住希望者に選ばれるまちを目指します。また、本町で生ま

れ育った若者の、町内への定着や地方からの還流を図るため、郷

土愛の醸成にも努めます。 

主要な

取組 

事業：4-1-3 移住・定住の促進 

事業：3-1-2 特色のある学校づくりの推進（再掲） 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  
第３部 基本計画 

第２章 

１－（５） 地域の絆づくり 

地域活動の主体である地域コミュニティの自主的な活動に対

する支援に取り組むほか、幅広い分野における多様な住民参加の

場と機会を創出しながら、地域の絆を強化し、住民相互の支え合

いや助け合いにより、安心して暮らし続けられるまちを目指しま

す。 

主要な

取組 

事業：5-1-1 町民参加・協働の推進 

事業：5-1-2 地域コミュニティの活性化 

事業：2-4-1 地域福祉の推進 

 

１－（４） 快適で安心な住環境の向上 

ゆとりある暮らしを支える生活基盤として、子育て世帯や高齢

者等が暮らしやすい住環境の整備や地域公共交通サービスの充

実を図るとともに、地域の防災力を高め、災害に強いまちづくり

に取り組むことで、誰もが快適で安心な暮らしを実感し、住み続

けたいと感じられるまちを目指します。 

主要な

取組 

事業：1-6-3 良好な住宅・住環境の推進 

事業：1-7-1 地域公共交通サービスの維持・充実 

事業：1-7-2 生活交通の拡充 

事業：1-2-1 防災・減災体制の強化 

事業：1-2-2 地域防災力の向上 

 

個別施策 



 

 

 

 

 

 

 

  

第６次白老町総合計画 

地域経済活性化プロジェクト 

重点プロジェクト２ 

重点プロジェ

クトのねらい 

町民が豊かに暮らしていくためには、仕事があり、経済的に安

定していることが大切です。仕事が人を呼び、人が仕事を呼び込

む好循環を確立させるためには、地域の資源や特性を活かした

地場産業の振興をはじめ、若い世代を中心とした魅力ある仕事

の創出、労働力の確保に向けた取組み等が求められています。 

一方、ウポポイ（民族共生象徴空間）の開業は、国内外からの

交流人口の増加や、町内の観光振興につながる絶好の機会とな

ります。この開業効果を町内全体に波及させるためにも、魅力あ

る観光地の形成や、訪れやすいまちづくりの整備・充実などが求

められています。 

以上のことを踏まえ、「地域産業の競争力強化」、「安定した雇

用の確保」、「ウポポイ等を活かした観光振興と交流人口の拡大」

の３つを重点施策として取り組みます。 

 

プロジェクト

指標 

指標名 現状値 目標値 

納税者 1 人当たり

所得 
2,069 千円 

（令和元年） 

2,276 千円 
（令和 9 年） 

出所：市町村税課税状況等の調 

観光入り込み客数 1,505 千人 
（令和元年） 

3,500 千人 
（令和 9 年） 

出所：観光入り込み調査 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  
第３部 基本計画 

第２章 

個別施策 

２－（１） 地域産業の競争力強化 

人口減少がもたらす地域経済の縮小を抑制するため、各産業

のバランスのとれた振興を図るとともに、産業間の連携を促進

させながら、地域産業の競争力強化や販路拡大等に向けた取組

みを強化し、付加価値と生産性の高い、安定した経営体制の構築

を目指します。 

主要な

取組 

事業：4-1-1 産業連携の推進と投資意欲の醸成 

事業：4-3-2 中小企業振興と創業支援 

事業：4-5-2 農業所得の向上 

事業：4-5-4 森林の整備と経営の安定化 

事業：4-6-2 水産業経営の安定化 

 

２－（２） 安定した雇用の確保 

多様で魅力ある雇用の場の創出を促進するとともに、各産業の

担い手の確保や育成をはじめ、女性やシニア世代など、様々な担

い手が活躍する機会づくりに努めながら、誰もが安心して働くこ

とができるまちを目指します。 

主要な

取組 

事業：4-1-2 雇用機会の拡大と就業環境の充実 

事業：4-1-4 企業誘致の推進 

事業：4-3-2 中小企業振興と創業支援（再掲） 

事業：4-5-3 農業経営者の育成・支援 

事業：4-6-2 水産業経営の安定化（再掲） 

 

２－（３） ウポポイ等を活かした観光振興と交流人口の拡大 

観光と交流による産業振興を図るため、ウポポイを町内観光の

起爆剤に位置付け、魅力ある観光地の形成に努めるとともに、町

内の回遊性を高めるための施策や、観光リピーターの確保等に向

けた取組みを推進しながら、交流人口の拡大を図り、何度も訪れ

たくなるまちを目指します。 

主要な

取組 

事業：4-4-1 魅力ある観光地の形成 

事業：4-4-2 魅力ある地域資源の活用 

事業：4-4-3 訪れやすいまちづくりの整備・充溢 

事業：4-4-4 新たな誘客への取組み 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第６次白老町総合計画 

 

  

基本計画の体系図 

第３部 基本計画 

第３章 
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分野別計画（まちづくりの基本方針） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

分野別計画 

第３部 基本計画 

第４章 

 

基本方針 基本施策 基本事業① 基本事業② 基本事業③ 基本事業④ 基本事業⑤ 基本事業⑥ 

基本方針１ 

生活環境

分野 

1-1 身近な安全 1-1-1 防犯・交通安全の推進 1-1-2 消費者保護対策の推進 1-1-3 平和活動の推進       

1-2 防災・減災 ★1-2-1 防災・減災体制の強化 ★1-2-2 地域防災力の向上 1-2-3 治水・海岸保全の推進       

1-3 消防・救急 1-3-1 消防力の強化 1-3-2 救急体制の充実 1-3-3 消防団の活性化       

1-4 環境美化・衛生 1-4-1 環境行政の推進 1-4-2 生活衛生の確保 1-4-3 環境美化の推進       

1-5 循環型社会形成 1-5-1 省資源・省エネルギーの推進 1-5-2 ごみの適正処理・減量化         

1-6 住環境 1-6-1 市街地の適正化 1-6-2 公園・緑地の適正管理 ★1-6-3 良好な住宅・住環境の推進       

1-7 公共交通 
★1-7-1 地域公共交通サービスの維

持・充実 
★1-7-2 生活交通の拡充         

1-8 道路 1-8-1 広域幹線道路の整備促進 1-8-2 地域内生活道路網の整備 1-8-3 道路・橋梁等の適正な維持管理       

1-9 上下水道 1-9-1 上水道の安定供給 1-9-2 下水道の適正管理 1-9-3 し尿・生活排水の適正処理 
1-9-4 上下水道事業の健全な

経営 
    

1-10 地域情報化 1-10-1 地域情報化の推進 1-10-2 電子自治体の推進 1-10-3 情報セキュリティ対策の強化       

 

基本方針２ 

健康福祉

分野 

2-1 健康づくり ★2-1-1 健康づくりの推進 ★2-1-2 健診・検診の充実 2-1-3 心の健康サポートの推進       

2-2 地域医療 2-2-1 持続可能な町立病院の運営 2-2-2 救急医療体制の充実 ★2-2-3 地域医療体制の充実 2-2-4 地域医療連携の推進     

2-3 子ども子育て 
★2-3-1 子ども・子育て支援事業の

推進 

★2-3-2 子どもを産み育てやすい環

境づくり 
★2-3-3 母子保健・福祉の充実 

★2-3-4 乳幼児期の教育・保

育サービスの充実 

2-3-5 支援が必要な児童

への対応 
  

2-4 地域福祉 ★2-4-1 地域福祉の推進 
2-4-2 共生型地域福祉拠点機能の充

実 
2-4-3 生活の安定と自立支援       

2-5 高齢者福祉 2-5-1 介護予防と健康づくりの推進 2-5-2 介護サービスの充実 
2-5-3 生きがいづくりと社会参加の促

進 

2-5-4 地域で安心して暮らせ

る環境づくり 
    

2-6 障がい者(児)福祉 2-6-1 障がい福祉サービスの充実 
2-6-2 障がい者の自立支援と社会参

加の促進 
2-6-3 障がい児の相談・支援の充実       

 

基本方針３ 

教育文化

分野 

3-1 学校教育 ★3-1-1 学校教育内容の充実 
★3-1-2 特色のある学校づくりの推

進 

★3-1-3 安心して学べる教育環境の充

実 
3-1-4 教師力の向上 

3-1-5 学校教育施設設備

の整備・充実 

3-1-6 安全安心な学校給

食の提供 

3-2 社会教育 3-2-1 生涯学習機会の充実 
3-2-2 地域における生涯学習活動へ

の支援 
3-2-3 社会教育施設の整備・充実 3-2-4 読書活動の推進 

3-2-5 子ども・若者の健

全育成 
  

3-3 芸術文化 3-3-1 芸術文化の振興 3-3-2 史跡・文化財の保全と活用         

3-4 スポーツ ★3-4-1 スポーツの振興 3-4-2 スポーツ施設の整備充実 3-4-3 スポーツによる地域活性化       

3-5 民族文化 
3-5-1 アイヌ文化の理解促進・普及

啓発 

3-5-2 アイヌ文化伝承活動団体への

支援 
3-5-3 アイヌの伝統的生活空間の再生       

3-6 人権 3-6-1 人権啓発 3-6-2 男女共同参画     

 

基本方針４ 

経済産業

分野 

4-1 産業連携・雇用 
★4-1-1 産業連携の推進と投資意欲

の醸成 

★4-1-2 雇用機会の拡大と就業環境

の充実 
★4-1-3 移住・定住の促進 ★4-1-4 企業誘致の推進     

4-2 港湾 4-2-1 港湾機能の整備促進 4-2-2 商港区の利用促進 4-2-3 臨海地区の土地利活用       

4-3 商工業 4-3-1 商工業の活性化 ★4-3-2 中小企業振興と創業支援         

4-4 観光 ★4-4-1 魅力ある観光地の形成 ★4-4-2 魅力ある地域資源の活用 
★4-4-3 訪れやすいまちづくりの整

備・充実 

★4-4-4 新たな誘客への取組

み 
    

4-5 農林業 4-5-1 農業基盤の整備 ★4-5-2 農業所得の向上 ★4-5-3 農業経営者の育成・支援 
★4-5-4 森林の整備と経営の

安定化 

4-5-5 林産物の利活用の

推進 
  

4-6 水産業 4-6-1 漁業基盤の強化 ★4-6-2 水産業経営の安定化 4-6-3 水産資源の保護・育成       

 

基本方針５ 

地域自治

分野 

5-1 地域活動 ★5-1-1 町民参加・協働の推進 ★5-1-2 地域コミュニティの活性化 5-1-3 広報広聴の充実 5-1-4 情報公開の充実     

5-2 交流・連携 5-2-1 国際交流の推進 5-2-2 国内交流の推進 5-2-3 広域連携の推進      

5-3 行財政運営 5-3-1 行政サービスの充実 5-3-2 効率的・効果的な行政運営 5-3-3 健全な財政運営 5-3-4 公共施設の適正化     

5-4 人権 5-4-1 人権・啓発 5-4-2 男女共同参画 5-4-3 多文化共生 5-4-4 平和活動の推進     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６次白老町総合計画 

基本方針 基本施策 基本事業① 基本事業② 基本事業③ 基本事業④ 基本事業⑤ 基本事業⑥ 

基本方針１ 

生活環境 

1-1 身近な安全 1-1-1 防犯・交通安全の推進 1-1-2 消費者保護対策の推進 1-1-3 平和活動の推進       

1-2 防災・減災 ★1-2-1 防災・減災体制の強化 ★1-2-2 地域防災力の向上 1-2-3 治水・海岸保全の推進       

1-3 消防・救急 1-3-1 消防力の強化 1-3-2 救急体制の充実 1-3-3 消防団の活性化       

1-4 環境美化・衛生 1-4-1 環境行政の推進 1-4-2 生活衛生の確保 1-4-3 環境美化の推進       

1-5 循環型社会形成 1-5-1 省資源・省エネルギーの推進 1-5-2 ごみの適正処理・減量化         

1-6 住環境 1-6-1 市街地の適正化 1-6-2 公園・緑地の適正管理 ★1-6-3 良好な住宅・住環境の推進       

1-7 公共交通 
★1-7-1 地域公共交通サービスの維

持・充実 
★1-7-2 生活交通の拡充         

1-8 道路 1-8-1 広域幹線道路の整備促進 1-8-2 地域内生活道路網の整備 1-8-3 道路・橋梁等の適正な維持管理       

1-9 上下水道 1-9-1 上水道の安定供給 1-9-2 下水道の適正管理 1-9-3 し尿・生活排水の適正処理 
1-9-4 上下水道事業の健全な

経営 
    

1-10 地域情報化 1-10-1 地域情報化の推進 1-10-2 電子自治体の推進 1-10-3 情報セキュリティ対策の強化       

 

基本方針２ 

健康福祉 

2-1 健康づくり ★2-1-1 健康づくりの推進 ★2-1-2 健診・検診の充実 2-1-3 心の健康サポートの推進       

2-2 地域医療 2-2-1 持続可能な町立病院の運営 2-2-2 救急医療体制の充実 ★2-2-3 地域医療体制の充実 2-2-4 地域医療連携の推進     

2-3 子ども子育て 
★2-3-1 子ども・子育て支援事業の

推進 

★2-3-2 子どもを産み育てやすい環

境づくり 
★2-3-3 母子保健・福祉の充実 

★2-3-4 乳幼児期の教育・保

育サービスの充実 

2-3-5 支援が必要な児童

への対応 
  

2-4 地域福祉 ★2-4-1 地域福祉の推進 
2-4-2 共生型地域福祉拠点機能の充

実 
2-4-3 生活の安定と自立支援       

2-5 高齢者福祉 2-5-1 介護予防と健康づくりの推進 2-5-2 介護サービスの充実 
2-5-3 生きがいづくりと社会参加の促

進 

2-5-4 地域で安心して暮らせ

る環境づくり 
    

2-6 障がい者(児)福祉 2-6-1 障がい福祉サービスの充実 
2-6-2 障がい者の自立支援と社会参

加の促進 
2-6-3 障がい児の相談・支援の充実       

 

基本方針３ 

教育文化 

3-1 学校教育 ★3-1-1 学校教育内容の充実 
★3-1-2 特色のある学校づくりの推

進 

★3-1-3 安心して学べる教育環境の充

実 
3-1-4 教師力の向上 

3-1-5 学校教育施設設備

の整備・充実 

3-1-6 安全安心な学校給

食の提供 

3-2 社会教育 3-2-1 生涯学習機会の充実 
3-2-2 地域における生涯学習活動へ

の支援 
3-2-3 社会教育施設の整備・充実 3-2-4 読書活動の推進 

3-2-5 子ども・若者の健

全育成 
  

3-3 芸術文化 3-3-1 芸術文化の振興 3-3-2 史跡・文化財の保全と活用         

3-4 スポーツ ★3-4-1 スポーツの振興 3-4-2 スポーツ施設の整備充実 3-4-3 スポーツによる地域活性化       

3-5 民族文化 
3-5-1 アイヌ文化の理解促進・普及

啓発 

3-5-2 アイヌ文化伝承活動団体への

支援 
3-5-3 アイヌの伝統的生活空間の再生       

3-6 人権 3-6-1 人権啓発 3-6-2 男女共同参画     

 

基本方針４ 

経済産業 

4-1 産業連携・雇用 
★4-1-1 産業連携の推進と投資意欲

の醸成 

★4-1-2 雇用機会の拡大と就業環境

の充実 
★4-1-3 移住・定住の促進 ★4-1-4 企業誘致の推進     

4-2 港湾 4-2-1 港湾機能の整備促進 4-2-2 商港区の利用促進 4-2-3 臨海地区の土地利活用       

4-3 商工業 4-3-1 商工業の活性化 ★4-3-2 中小企業振興と創業支援         

4-4 観光 ★4-4-1 魅力ある観光地の形成 ★4-4-2 魅力ある地域資源の活用 
★4-4-3 訪れやすいまちづくりの整

備・充実 

★4-4-4 新たな誘客への取組

み 
    

4-5 農林業 4-5-1 農業基盤の整備 ★4-5-2 農業所得の向上 ★4-5-3 農業経営者の育成・支援 
★4-5-4 森林の整備と経営の

安定化 

4-5-5 林産物の利活用の

推進 
  

4-6 水産業 4-6-1 漁業基盤の強化 ★4-6-2 水産業経営の安定化 4-6-3 水産資源の保護・育成       

 

基本方針５ 

地域自治 

5-1 地域活動 ★5-1-1 町民参加・協働の推進 ★5-1-2 地域コミュニティの活性化 5-1-3 広報広聴の充実 5-1-4 情報公開の充実     

5-2 交流・連携 5-2-1 国際交流の推進 5-2-2 国内交流の推進 5-2-3 広域連携の推進      

5-3 行財政運営 5-3-1 行政サービスの充実 5-3-2 効率的・効果的な行政運営 5-3-3 健全な財政運営 5-3-4 公共施設の適正化     

5-4 人権 5-4-1 人権・啓発 5-4-2 男女共同参画 5-4-3 多文化共生 5-4-4 平和活動の推進     

 

★印：重点プロジェクト 



 

  

安全で犯罪のないまち 

地域住民や関係機関等との連携・協力により、身近な安全対策を進め、安全で犯

罪のないまちを実現します。 

高齢化の進展を背景として、高齢者

が加害者・被害者となる交通事故が増

加しています。特に、自転車や歩行中

での安易な道路横断や、車両運転中の

ブレーキとアクセルの踏み間違えによ

る事故が懸念されています。今後にお

いても、交通安全意識の高揚と、関係

機関と連携した効果的な対策等が求め

られています。 

本町の犯罪発生件数は年間６０件程

度で横ばいとなっており、また、発生

件数の多い犯罪は、窃盗となっていま

す。 

身近な安全 

基本施策 

近年、特殊詐欺事件の増加や高齢者

を狙った悪質な電話勧誘、訪問販売に

よるトラブルが多発しています。また、

情報化社会の進展により、スマートフ

ォンをはじめとするインターネットに

よる取引トラブルも社会問題化してい

ることから、犯罪事例の紹介や対応方

法の周知といった啓発活動を推進し、

消費者意識の向上に努める必要があり

ます。 

 

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆安心して日々の生活を送ることができてい

ると感じる町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

58.3％  64.3％ 

 

1-1 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆犯罪の発生件数 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

61件  55件 

 

01：生活環境 ～人と自然が共生した、安心して暮らせる快適環境のまち～ 

２．成果指標【まちづくり指標】 

◆交通事故死亡者数 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

1件  0件 

 

 
 

現
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計画名 計画期間 

白老町交通安全計画 平成２８年度～令和２年度 

防犯宣言 昭和６３年度～ 

交通安全都市宣言 昭和３９年度～ 

平和のまち宣言 平成１６年度～ 

 

  
（防犯パトロール）          （旗の波運動） 

事業：1-1-1 防犯・交通安全の推進 

関係機関と連携し、防犯施設や交通安全施設など、地域の安全を高めるための

基盤整備を進めるとともに、地域ぐるみでの見守り体制の充実を図りながら、犯

罪や事故が起こりにくい安全・安心な地域づくりを推進します。 

 

事業：1-1-2 消費者保護対策の推進 

消費者被害を未然に防止するため、幅広い世代に対して、消費生活センターを

基軸に相談体制の充実を図り、消費生活に関する意識啓発や広報活動の強化、消

費者教育の推進に努めます。 

 

事業：1-1-3 平和活動の推進 

戦争のない平和で安全・安心な社会を、未来の子どもたちに引き継ぐため、「平

和のまち宣言」に基づき、平和に関する学習機会の提供や、平和意識の普及・啓

発に努めます。 

 

 

 基本事業 

 個別計画等 



 

  

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆地域社会が一体となって防災体制の構築が

図られていると感じる町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

54.4％  60.4％ 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆自主防災組織結成率 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

74.5%  78.5％ 

２．成果指標【まちづくり指標】 

◆防災講座実施件数 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

40回  50回 

1-2 

近年は北朝鮮からの弾道ミサイル発

射等による武力攻撃の危機に見舞われ

ており、国民保護計画に基づく国民保

護体制の充実が求められています。 

これからは、防災意識・災害への備

え等についての普及啓発や、高齢者・

障がい者、外国人等の要支援者への災

害時の情報伝達、避難誘導、避難所運

営のあり方など、関係機関等との連携

による支援体制の充実が求められてい

ます。 

 

東日本大震災以降も、胆振東部地震

などの大規模な地震が発生しているほ

か、台風の強大化や豪雨の多発など、

自然災害における安全・安心に関する

意識が高まっています。 

これまで、過去の災害を教訓に情報

伝達手段の多重化や、非常用電源装置

の導入、公衆無線ＬＡＮ環境の整備等

を進めてきました。さらに、防災マス

ター会との連携事業や、自主防災組織

の設立を促進させながら、地域防災力

の向上に努めてきました。 

防災・減災 

基本施策 

地域防災力が高く、災害に強いまち 

災害に強い都市基盤の整備促進と、地域住民の自助・共助の精神の醸成による地

域防災力の向上に努め、災害に強いまちを実現します。 

1-2 

01：生活環境 ～人と自然が共生した、安心して暮らせる快適環境のまち～ 

 将来の目標 
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（１日防災学校）            （防災訓練） 

事業：1-2-1 防災・減災体制の強化 

災害発生時の被害を最小限にとどめるため、迅速かつ適切な情報伝達や避難誘

導体制の構築のほか、防災備蓄品や資機材等の充実、防災拠点の耐震化等を推進

し、防災・減災体制の強化を図ります。 

 

事業：1-2-2 地域防災力の向上 

自主防災組織の結成促進と活性化を通じ、地域住民の自助・共助の精神の醸成

を図るとともに、町内会や民生委員等と協力しながら要支援者に対する支援体制

の構築を推進します。 

 

事業：1-2-3 治水・海岸保全の推進 

町民の生命や財産を守るため、自然生態系に配慮した治水・海岸保全対策を推

進し、自然災害の未然防止に努めるとともに、砂浜の回復につなげ、国土の保全

を図ります。 

 

 

 

 基本事業 

計画名 計画期間 

白老町地域防災計画 昭和３９年度～ 

樽前山火山防災計画 平成１４年度～ 

白老町津波避難計画 平成２５年度～ 

白老町国民保護計画 平成１９年度～ 

白老町強靭化計画 令和２年度～令和６年度 

 

 個別計画等 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆火災予防思想の普及や防火安全対策等によ

り火災予防が図られていると感じる町民の

割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9 年度) 

66.4％ 72.4％ 

２．成果指標【まちづくり指標】 

◆消防団員充足率 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9 年度) 

95.4％ 95.4％ 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆普通救命講習会受講者数 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9 年度) 

138人 138人 

あらゆる災害から、 

町民の生命・財産が守られるまち 

消防力の強化と、救急・救助体制の充実等により、あらゆる災害から町民の生命

と財産が守られ、安全・安心が実感できるまちを実現します。 

火災や災害等から町民の生命、身体

及び財産を守るため、消防・救急体制

の強化が求められています。これま

で、消防車両の更新やデジタル無線の

整備のほか、消防団資機材の配備等を

進め、消防力の充実強化を図ってきま

した。 

近年の火災件数は、年間 10 件程度

で、ほぼ横ばいで推移しています。火

災予防の観点からも、住宅用火災警報

器の普及を促し、火災発生時の被害を

最小限にすることが重要であります。 

一方、救急出動件数は、高齢化の進

行等を背景に増加傾向にあり、救急体 

制の一層の強化が求められます。ま

た、ウポポイの開業により、訪日外国

人等の増加が見込まれることから、救

急業務における多言語対応等が課題と

なっています。 

消防団については、高齢化や就労状

況の変化に伴い、団員の実動人員が減

少傾向にあり、消防力の低下への対策

が求められています。また、分団詰所

等の老朽化が進み、建て替えや改修な

どが求められています。 

1-3 消防・救急 

基本施策 

1-3 
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（白老町消防団合同訓練）         （普通救命講習） 

事業：1-3-1 消防力の強化 

火災などのあらゆる災害に迅速に対応し、町民の生命や財産を守るため、車両

や資機材等の計画的な整備と人材育成を推進します。また、火災予防運動や広報

活動を通じて、町民の防火意識の高揚と防火知識の啓発に努めます。 

 

事業：1-3-2 救急体制の充実 

医療機関との連携、救急救命士の確保・育成、救急車両の整備等により、救急業

務の高度化を図ります。また、講習会の開催による応急処置の普及・定着を図り、

救急患者の救命率の向上に努めます。 

 

事業：1-3-3 消防団の活性化 

消防団への加入促進に取り組むとともに、訓練の実施や資機材等の充実を図る

など、消防団が活動しやすい環境整備と組織の活性化に努めます。 

 

 

 

計画名 計画期間 

白老町消防計画 昭和５７年度～ 

 

 基本事業 

 個別計画等 



 

  

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆公衆衛生が確保され、モラルやマナーが向上

していると感じる町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

54.2％                    60.2％ 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆不法投棄量 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

22.9ｔ 20.0ｔ以下 

環境美化・衛生 1-4 

基本施策 

本町は、多様で豊かな自然環境に恵

まれ、多くの町民が魅力を感じている

一方、山間部へのごみの不法投棄によ

る環境への影響が懸念されています。 

近年では海洋マイクロプラスチック

ごみによる海洋汚染が社会問題となっ

ており、地域での海岸漂着物の処理、

清掃活動等の取り組みが重要となって

います。 

有害鳥獣等の対策については、生態

系への影響を考慮しつつ、農林業被害

の防止や公衆衛生の確保を目的に駆除

を行っております。 

人と自然が共生する緑豊かな美しいまち 

快適で衛生的な空間を形成し、町民やまちを訪れる人にやすらぎや潤いをもたら

す緑豊かな美しいまちを実現します。 

近年では、クマの出没が増加傾向に

あることから、危険情報の迅速な収集

と早期の対応が求められています。 

 

また、愛がん動物の不適切な飼育が

社会問題化している中、適正飼育の指

導や普及啓発等、飼育者のモラルとマ

ナーの向上が求められています。 

 

清潔で美しいまちを目指すため、環

境美化に対する取組を一層推進しなが

ら、町民の美化意識を高めることが必

要です。 
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計画名 計画期間 

白老町環境基本計画 平成２８年度～令和７年度 

しらおい環境のまち宣言 平成１６年度～ 

 

  
（環境町民会議「海塾」）       （海岸ボランティア清掃活動） 

 

事業：1-4-1 環境行政の推進 

健全で恵み豊かな環境を享受し、その環境を将来にわたって維持するため、環

境基本計画に基づき、総合的かつ計画的に環境行政を推進します。 

 

事業：1-4-2 生活衛生の確保 

快適で衛生的な生活環境を維持するため、有害昆虫や鳥獣などの駆除をはじめ、

愛がん動物の適正飼育に向けた指導等のほか、将来を見据えた霊園や火葬場の適

正な管理運営等に取り組みます。 

 

事業：1-4-3 環境美化の推進 

美しく住みよい生活空間を確保するため、住民の自主的な清掃活動のほか、不

法投棄の監視や、ごみのポイ捨て禁止、空き地の草刈りなど、身近な環境美化に

対する意識啓発を推進します。 

 

 

 

 基本事業 

 個別計画等 



 

  

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆ごみの減量・資源化等により循環型社会の実

現が図られていると感じる町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

55.7％ 61.7％ 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆町民一人当たりのごみ排出量 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

622g/日 585g/日 

循環型社会形成 

基本施策 

環境への意識の高まりを背景に、持

続可能な循環型社会に向けた取り組み

の重要性が増してきています。 

地球規模の温暖化が叫ばれる中、ク

リーンエネルギーの普及など、温室効

果ガスの削減に積極的に取り組んでい

かなければなりません。 

これまで、廃棄物による環境負荷の

低減を図るため、３R（再生・減量・再

使用）活動を推進しながら、リサイク

ル品目の拡大や、資源の有効利用等に

取り組んできました。 

 

ごみに関する情報提供や普及啓発、

環境教育等を継続しながら、町民の自

主的な取組みを促進させ、ごみの排出

抑制、減量化及び資源化につなげてい

くことが求められます。 

バイオマス燃料化施設における固形

燃料の製造休止を受け、燃料ゴミの処

理の取扱い等が大きな課題となってお

ります。これからは、登別市との広域

処理を前提にクリンクルセンター施設

の長寿命化計画に沿って一般廃棄物の

適正処理を推進することが重要となり

ます。 

資源循環のサイクルが回り、 

環境負荷が低減するまち 

ごみの減量化や省エネ意識が高まり、限られた資源の有効活用が図られ、環境負

荷が低減するまちを実現します。 
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事業：1-5-1 省資源・省エネルギーの推進 

持続可能な循環型社会を推進するため、町民・事業者・行政が協働して、再生

可能エネルギーの利用や省エネルギーの実践、温室効果ガスの削減に努めます。 

 

事業：1-5-2 ごみの適正処理・減量化 

将来にわたって適正なごみ処理を行うため、ごみの適正排出・適正処理の啓発

を進めるとともに、３R 活動を推進し、ごみの排出抑制、減量化及び資源化に取

り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    写真 
（ごみ収集カレンダー）     （ごみ収集車） 

 基本事業 

計画名 計画期間 

ごみ処理基本計画 平成２６年度～令和５年度 

白老町分別収集計画 平成２９年度～令和３年度 

一般廃棄物処理実施計画 単年度 

 

 個別計画等 



 

  

人が行き交い、 

安全で快適な都市空間が整うまち 

時代に適応した住環境の整備や住まいづくりが進み、安全で快適な都市空間が整

うまちを実現します。 

住環境 

人口減少と少子高齢化の進展によ

り、都市機能の縮小が懸念される中、

持続可能な魅力ある都市空間の形成が

求められます。これからは、都市機能

の集積や居住の誘導のほか、地域公共

交通との連携が重要となります。 

公園については、７割以上が供用開

始から３０年以上経過しており、老朽

化が進んでいるため、公園施設の安全

確保等が課題となっています。 

また、町民の緑化意識の高揚と、緑

による街並み景観の形成を図るため、 

 

基本施策 

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆公園や緑地、広場などが整備され憩いの場

が保全されていると感じる町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

54.1％ 60.1％ 
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引き続き町内関係団体等への支援を行

う必要があります。 

民間住宅については、耐震化による

安全性の確保や、管理不全な状態にあ

る空き家等の対策が求められていま

す。一方、公営住宅については、人口

動向や民間住宅の供給状況を加味しな

がら、住生活基本計画や公営住宅等長

寿命化計画に基づいた、計画的な建て

替えや長寿命化等が求められていま

す。 

 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆耐用年数経過戸数（公営住宅） 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

494戸 440戸 

 
２．町民満足度【町民意識調査】 

◆社会環境や多様なニーズに応じた良質な住

宅や公営住宅が整備されていると感じる町

民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

47.5％ 53.5％ 
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（市街地の航空写真）       （花とみどりの会公共花壇） 

事業：1-6-1 市街地の適正化 

快適な町民生活を実現するため、「都市計画マスタープラン」の方針に基づき、人口や

産業の規模にあわせた市街地形成に努めます。加えて、都市計画マスタープランの改定に

あわせて、立地適正化計画の策定を検討します。 

 

事業：1-6-2 公園・緑地の適正管理 

人口減少や高齢化の進行を見据えた公園機能の見直しや、周辺の環境に適合した緑化整

備を推進し、町民やまちを訪れる人が安心して楽しむことができる憩いの場を創出しま

す。 

 

事業：1-6-3 良好な住宅・住環境の推進 

耐震化による安全性確保や人口減少の進展により増加する空家等対策など、良好な住環

境の形成に向けた取組みを推進します。また、公営住宅においては、人口動向や民間住宅

の供給状況を踏まえながら、計画的な建て替えや長寿命化等を図ります。 

 

 

 

 基本事業 

 

計画名 計画期間 

白老町都市計画マスタープラン 平成２４年度～令和５年度 

白老町住生活基本計画 平成３０年度～令和９年度 

白老町公営住宅等長寿命化計画 平成３０年度～令和９年度 

白老町耐震改修促進計画 平成２８年度～令和２年度 

白老町空家等対策計画 平成３０年度～令和５年度 

 

 個別計画等 



 

  

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆利便性の高い、魅力ある公共交通が維持・確

保されていると感じる町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

45.1％ 51.1％ 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆デマンドバス利用者数 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

8.4 人/日 17人/日 

高齢化が進展していく中で、日常生

活における移動手段の確保が課題とな

っております。特に通院や買い物、都

市間移動などを支える「生活の足」と

なる公共交通の役割は今後ますます重

要となります。 

平成２８年度に地域公共交通網形成

計画を策定し、その後、２９年１０月

より「元気号」の運行車両を増やし、

あわせて路線・ダイヤの改正を実施し

ました。また、２９年５月より、新た

にデマンドバスの導入も行い、利便性

向上を図ってきました。 

自家用車がなくても公共交通を利用し、 

快適に生活できるまち 

快適で利便性の高い公共交通体系を形成し、自家用車がなくても生活できるまち

を実現します。 

しかし、地理的要因などから、定時

定路線のバス運行による住民ニーズへ

の対応には限界があり、暮らしの利便

性と快適性を確保するための交通モー

ドの選択が課題となっております。 

これからも、継続した公共交通サー

ビスの提供が図られるよう、運行体系

の検証・改善等に努めるとともに、公

共交通の利用促進に向けた啓発が求め

られます。 
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計画名 計画期間 

白老町地域公共交通網形成計画 平成２９年度～令和５年度 

 

  
（元気号）           （デマンドバス） 

事業：1-7-1 地域公共交通サービスの維持・充実 

町民の生活交通手段の確保や高齢者等の外出機会の創出等を図るため、交通事

業者等と連携しながら、利用しやすく満足度の高い、持続可能な公共交通サービ

スの充実に努めるとともに、積極的な情報発信等により、公共交通の利用を促進

します。 

 

事業：1-7-2 生活交通の拡充 

交通弱者の生活の足を確保するため、利便性の高いドア・ツー・ドアでの移動

が可能なデマンド交通の拡充や、通院、買い物、都市間移動などが快適に行える

ダイヤや経路の設定など、多様なニーズに対応した生活交通サービスの提供に努

めます。 

 

 

 

 

 基本事業 

 個別計画等 



 

  

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆安全で快適な道路環境づくりが図られてい

ると感じる町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

49.3% 55.3％ 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆町道舗装率 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

50.1％ 50.7％ 

道路 

基本施策 

道路は、町民の暮らしと企業活動を

支える重要な社会資本であり、災害時

には救援救護、緊急物資輸送など、重

要な機能を担うものであります。 

これまで、計画的な町道整備のほか、

橋梁長寿命化計画に基づく橋梁点検・

改修、象徴空間周辺のアクセス道路整

備等に取り組んできました。また、長

年の国への要望が実を結び、国道３６

号白老拡幅（樽前～社台）が実現する

など、主要幹線道路の整備促進に大き

く寄与しました。 

 

近年では、橋梁をはじめ老朽化した

社会資本の維持・更新が財政上の負担

となってきております。 

これからは、適正な維持管理により、

安全で快適な道路環境の確保に努める

とともに、予防保全的対応への転換に

よるコスト削減に向けた取り組みが必

要となります。 

道路環境が整い、 

多くの人やモノが行き来するまち 

安全で円滑な移動を生み出す道路網の形成により、多くの人やモノが行き交うま

ちを実現します。 
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計画名 計画期間 

白老町橋梁長寿命化修繕計画 令和元年度～令和１０年度 

町道舗装補修路線別年次計画 令和元年度～令和１０年度 

町道簡易舗装路線別年次計画 令和元年度～令和１０年度 

 

 基本事業 

  
（町道の除雪）        （排水施設清掃） 

事業：1-8-1 広域幹線道路の整備促進 

国道・道道を利用した安全で円滑な都市間移動の実現と、災害時におけるネッ

トワーク強化及び、地域経済の活性化を図るため、関係機関に対して整備促進を

働きかけます。 

 

事業：1-8-2 地域内生活道路網の整備 

町民生活の安全性、快適性を確保するため、地域内生活道路の整備を推進し、

生活者の視点に立った道路空間づくりに努めます。 

 

事業：1-8-3 道路・橋梁等の適正な維持管理 

道路パトロールによる計画的な道路補修のほか、除草や清掃、除雪など、適正

な環境維持に努めます。橋梁についても、計画的な点検に基づき、修繕を行い、

安全で快適な道路環境づくりを進めます。 

 

 

 

 個別計画等 



 

  

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆生活排水が適切に処理されていると感じる

町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

63.2％ 69.2％ 

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆水道水の安全と安定的な供給体制が確保さ

れていると感じる町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

68.3％ 74.3％ 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆水道有収率 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

80.0％ 82.0％ 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆水洗化率 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

94.0％ 97.0％ 

上下水道は、日常生活や経済活動に

欠くことのできないライフラインであ

り、安全安心な水の安定供給と排水の

適正処理を推進し、町民の健康で快適

な暮らしと地域産業を支える都市基盤

として機能しています。 

近年、本町では老朽管や施設設備の

更新を計画的に進めており、今後も予

防保全の考えに基づいた維持管理によ

り施設の長寿命化を図っていく必要が

あります。 

また、持続可能な上下水道事業の安

定運営に向けて、より計画的、効率的

な事業運営に取り組み、経営基盤の強

化を図っていく必要があります。 

生活を潤し、産業を支える、きれいな水のまち 

安全安心な水の供給と適正な排水処理により、生活を潤し、産業を支える、きれ

いな水のまちを実現します。 

1-9 上下水道 

基本施策 01：生活環境 ～人と自然が共生した、安心して暮らせる快適環境のまち～ 

 
 

現
状
と
課
題 

 
 

め
ざ
す
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 将来の目標 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業：1-9-1 上水道の安定供給 

安全安心な水道水を安定的に供給するため、水道施設の適正な維持管理、計画

的な更新を進めるとともに、非常時に備えた管理体制の強化を図ります。 

 

事業：1-9-2 下水道の適正管理 

快適な生活環境と公衆衛生の向上を図るため、下水道施設の適正な維持管理と

計画的な更新を進めます。 

 

事業：1-9-3 し尿・生活排水の適正処理 

快適な生活環境と公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽の普及を促進す

るとともに、ＭＩＣＳ（汚水処理施設共同整備事業）によるし尿と下水の共同処理

を推進します。 

 

事業：1-9-4 上下水道事業の健全な経営 

持続可能な上下水道事業の安定運営に向けて、計画的、効率的な事業運営に取

り組み経営基盤の強化を図ります。また、下水道事業を公営企業会計に移行し、資

産管理や経営マネジメントの向上を図ります。 

 

 

計画名 計画期間 

白老町公共下水道事業計画 令和元年度～令和５年度 

白老町公共下水道基本計画 平成２６年度～令和５年度 

白老町下水道中期ビジョン 平成２４年度～令和３年度 

白老町生活排水処理基本計画 平成２８年度～令和７年度 

白老町水道ビジョン 平成２４年度～令和３年度 

白老町下水道事業経営戦略 平成２９年度～令和８年度 

 

 基本事業 

 個別計画等 

 



 

  

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆情報通信技術を活用したサービスが向上し

ていると感じる町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

52.0％ 58.0％ 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆光ブロードバンド加入率 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

32.9％ 36.0% 

1-10 

近年、インターネットの普及等によ

り、情報通信環境が飛躍的に向上し、

情報通信技術（ＩＣＴ）が目まぐるし

く進化をとげています。ＩＣＴは、住

民サービスの向上や自治体の効率化、

地域全体の活性化に大きな役割を果た

すものとして、その重要性は高まって

います。 

これまで、本町では光ブロードバン

ド環境の整備や地上デジタル放送への

対応、防災行政無線のデジタル化、及

びマイナンバー制度の施行など、情報

化社会の実現に向けた各種施策を展開

してきました。 

これからは、時代に応じた最新技術

の動向も視野に入れながら、電子自治

体の推進を図るとともに、様々なサイ

バー攻撃に対処するための情報セキュ

リティ対策の一層の強化が求められて

います。 

基本施策 

地域情報化 

ＩＣＴの恩恵を受けて、 

利便・効率・活力を実感できるまち 

社会のあらゆる分野でＩＣＴの活用が進み、その恩恵を町民や企業が享受できる

まちを実現します。 

1-10 

01：生活環境 ～人と自然が共生した、安心して暮らせる快適環境のまち～ 
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計画名 計画期間 

白老町地域情報化推進計画 平成２４年度～ 

 

事業：1-10-1 地域情報化の推進 

利用者が快適にＩＣＴの利便性を実感できるよう、超高速ブロードバンドの整

備や、災害に強い情報通信基盤の構築、公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ-ｆｉ）環境の拡大

に努め、情報通信基盤の整備促進を図ります。また、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の実現

に向けた技術の地方における実用化を研究し、地域課題の解決の糸口を見出して

いきます。 

 

事業：1-10-2 電子自治体の推進 

マイナンバーカードや電子申請システムの利活用により、行政手続きの利便性

向上を図るとともに、ＡＩ（人工知能）やＲＰＡ（自動化技術）など、時代に応じ

た最新技術を取り入れ、業務の効率化を図ります。また、クラウドサービスを積極

的に活用し、業務の標準化によるコスト削減と継続性（ＩＣＴ－ＢＣＰ）の向上に

努めます。 

 

事業：1-10-3 情報セキュリティ対策の強化 

町が所有している情報資産である個人情報等を守り、町民の安心と信頼を確保

するため、最新のサイバーセキュリティ関連情報や技術動向を注視しながら、必

要な技術的対策を講ずるとともに、情報管理体制の強化や、セキュリティ意識の

向上に努めます。 

 

 

 

 基本事業 

 個別計画等 



 

  

２．成果指標【まちづくり指標】 

◆国保特定健診受診率 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

34.4％ 40.4％ 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆メタボリックシンドローム該当者等割合 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

該当者19.2％ 

予備軍11.3％ 

該当者 14.4％以下 

予備軍 8.5％以下 

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆心身ともに健やかな暮らしの支援が充実し

ていると感じる町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

61.3% 67.3％ 

02：健康福祉～支えあいみんなが健やかに安心して暮らせるまち～ 

では、生活習慣病医療費が全体の医療

費の約１／４を占めています。発症者

の中には特定健診未受診者も含まれて

おり、特に働き盛り世代の受診率が低

いことから、受診率の向上や受診しや

すい環境整備等が求められています。 

また、ストレスや不安、悩み等によ

る心の不調に適切に対処するため、

「白老町自殺対策計画」を策定し、心

の健康づくりに努めています。 

これからは、健康寿命の延伸に向け

て、「こころ」と「からだ」の両面か

らの健康づくりが求められています。 

近年、急速な高齢化の進展から、生

活習慣病が増加しており、生活習慣病

の発症と重症化予防を重視した健康づ

くりの推進や、ライフステージに応じ

た細やかな保健サービスの充実等が求

められています。 

本町では、健康づくりの指針となる

「健康しらおい 21（第 2次）」を策定

し、町民一人ひとりの健康増進への意

識向上と、望ましい生活習慣の形成に

向けて取り組んでいます。 

しかし、高血圧を起因とした循環器

疾患の罹患者は依然として多く、国保 

 

一人ひとりが自らの健康づくりに取組み、 

健康長寿が叶うまち 

一人ひとりが主体的に健康づくりに取組み、誰もが健康でその人らしい生活が 

送れるまちを実現します。 

2-1 健康づくり

 

基本施策 02：健康福祉～思いやり、支え合い、みんなが元気で暮らせる健幸のまち～ 
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（高血圧予防の出前講座）        （ゲートキーパー研修） 

事業：2-1-1 健康づくりの推進 

住民の健康維持のため、「健康しらおい２１」等の各種計画に沿った保健予防活

動のほか、受動喫煙防止対策や生活習慣病の重症化予防対策等を推進します。 

 

事業：2-1-2 健診・検診の充実 

疾病の発症と重症化の予防、早期発見・早期治療を図るため、保健指導を充実さ

せるとともに、健康診査における受診環境の改善等に努めます。 

 

事業：2-1-3 心の健康サポートの推進 

「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するため、白老町自殺対策

計画に基づき、精神保健に関する知識の普及啓発や、ゲートキーパー研修等を実

施し、心の健康対策の充実を図ります。 

 

 

 

計画名 計画期間 

健康しらおい２１計画 平成２６年度～令和 4年度 

白老町食育推進計画 平成３０年度～令和 4年度 

保健事業実施計画・白老町データヘルス計画 平成３０年度～令和 5年度 

白老町自殺対策計画 平成３１年度～令和 4年度 

白老町新型インフルエンザ等行動計画 平成２７年度～ 

 

 基本事業 

 

 個別計画等 



 

  

２．成果指標【まちづくり指標】 

◆○○○○○ 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

●● ●● 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆○○○○○ 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

●● ●● 

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆安全・安心で適切な医療サービスが受けられ  

ると感じる町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

44.7％ 50.7％ 

団塊世代が７５歳以上となる２０２

５年には、医療への需要がピークを迎

えます。住み慣れた地域で医療・介護

などのサービスを受けられる環境が求

められる中、地域の拠点病院の重要性

が高まっています。 

一方で、国は将来の人口構造の変化

等を見据え、全国の公立病院の統合や

再編の議論の活性化を求めています。 

本町においては、町立病院を医療と

介護機能を有する病院改築として、方

向性を示したところでありますが、病

院運営を持続可能なものにするために 

02：健康福祉～支えあいみんなが健やかに安心して暮らせるまち～ 

は、更なる経営改善の実現が必要とな

ります。 

また、救急医療については、これま

で苫小牧医師会の協力を受けながら、

休日における医療体制の確保に努めて

きましたが、今後においても継続した

救急医療体制の充実が求められていま

す。 

医療ニーズの変化を見据えながら、

だれもが、いつでも、どこでも症状に

応じた適切な医療を受けられる地域医

療体制の充実が必要とされています。 

住み慣れた地域で適切な医療が 

いつでも受けられるまち 
 
住み慣れた地域で、いつでも適切かつ、安心した医療が受けられ、町民の命や健

康が守られるまちを実現します。 

2-2 地域医療 

基本施策 02：健康福祉～思いやり、支え合い、みんなが元気で暮らせる健幸のまち～ 
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計画名 計画期間 

保健・医療・福祉施策推進方針 令和２年度～令和５年度 

白老町立国民健康保険病院経営改善計画 平成２５年度～令和２年度 

 

事業：2-2-１ 持続可能な町立病院の運営 

町民の健康と安全な暮らしを支えていくため、東胆振医療圏域における医療動

向や町民ニーズを捉え、町立病院が地域での役割を果たし、健全な運営と経営の

安定化を図りながら、老朽施設改築の検討を進めていきます。 

 

事業：2-2-2 救急医療体制の充実 

町民が緊急時に迅速かつ適切な初期医療を受けることができるよう、町立病院

の救急受入体制を確保するとともに、医療活動の充実や町内医療機関等の協力、

近隣市との広域連携による救急医療体制の充実を図ります。また、関係機関や苫

小牧医師会と連携して、当番制により休日・夜間診療体制を確保します。 

 

事業：2-2-３ 地域医療体制の充実 

三連携の推進により、データヘルス、インセンティブ制度を活用した介護予防

や、フレイル対策、生活習慣病等の疾病予防・重症化予防に取り組むとともに、医

療費の適正化や保険財政の安定化を図ることで、持続可能な社会保障制度の確立

を目指します。 

 

事業：2-2-４ 地域医療連携の推進 

町立病院と他医療機関との役割の明確化や、医療連携の推進、ＩＣＴを活用し

た患者情報共有ネットワークの構築など、具体的な取組みについて、関係機関と

協議を進め、東胆振医療圏域における医療機能の分化と連携強化に努めます。 

 

 

 

 基本事業 

 個別計画等 



 

  

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆安心して子どもを産み育てられる支援が充

実していると感じる町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

52.0％ 58.0％ 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆保育園等の利用定員に対する在園児数の割合

（教育・保育） 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

教育59.0％ 

保育107.9％ 

教育100.0％ 

保育100.0％ 

全国的に少子化が進行する中、本町

においても出生数は年々低下し、合計

特殊出生率については、全国平均を大

きく下回る状況にあります。 

また、女性の社会進出やライフスタ

イルの変化に伴い、子育て支援に関す

るニーズは拡大・多様化する一方、家

族構成の変化や地域とのつながりの希

薄化により、身近な地域に相談できる

相手がいないといった子育てに関する

不安や、孤立感を抱く人の増加、家庭

における子育て力の低下等が懸念され

ています。 

こうした現状の中、本町においても

希望する誰もが結婚・妊娠・出産に喜

びや幸せを感じ、安心して子育てでき

る環境づくりが急務となっています。 

子どもの健やかな成長のためには、

母子ともに健康であることが必要であ

り、妊娠期から子育て期にわたるまで

の保健・医療の充実が課題となってい

ます。あわせて、社会問題化している

子どもの貧困や児童虐待など、厳しい

環境にある子どもたちへの支援等の強

化についても求められています。                                                       

子どもを安心して産み育てることができるまち 

 
安心して子育てできる環境が確保され、子どもがいきいきと輝き、健やかに育つ

まちを実現します。 

2-3 子ども子育て 

基本施策 02：健康福祉～思いやり、支え合い、みんなが元気で暮らせる健幸のまち～ 
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計画名 計画期間 

子ども・子育て支援事業計画 令和２年度～令和６年度 

白老町保育事業運営計画 平成２９年度～令和３年度 

家庭教育支援推進計画 令和２年度～令和６年度 

 

事業：2-3-1 子ども・子育て支援事業の推進 

女性の働き方の変化に伴う子育てニーズの拡大・多様化に対応するため、地域子ども・子育

て支援事業の量的拡大を図り、子育てと仕事の両立を支援するとともに、地域での子育て関連

団体とのネットワーク強化に努めます。 

 

事業：2-3-2 子どもを産み育てやすい環境づくり 

子どもを持つことを希望する誰もが、安心して結婚、妊娠、出産、子育てができるよう、相

談体制の充実や子どもの居場所づくり等に取組み、地域全体で子育てを支える体制づくりを

推進します。 

 

事業：2-3-3 母子保健・福祉の充実 

妊娠・出産・育児にわたる母子保健（健診・相談・指導等）の充実と、不妊・不育治療費や

子ども医療費等のほか、ひとり親家庭への支援等により、子育て世代の精神的・経済的な不安

や負担の軽減を図ります。 

 

事業：2-3-4 乳幼児期の教育・保育サービスの充実 

様々なライフスタイルや保護者の多様な就労形態により、多様化する保育ニーズに対応す

るため、安全安心で、質の高い教育・保育環境を確保するとともに、一時預かりや病児預かり

などの充実を図ります。 

 

事業：2-3-5 支援が必要な児童への対応 

児童虐待や発達に遅れのある子どもへの適切な対応のほか、子どもの将来が家庭の経済力

等に影響されないよう、相談体制の充実を図るとともに関係機関との連携を強化し、各施策を

総合的に推進します。 

 

 基本事業 

 個別計画等 



 

  

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆地域ぐるみで支えあう福祉体制が整備され

ていると感じる町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

53.6％ 59.6％ 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆ボランティアセンター登録者割合 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

12.1％ 12.1％ 

少子高齢化や核家族化の進展によ

り、地域のつながりが希薄化している

一方、地域福祉のニーズは複雑化・多

様化しており、行政だけでは対応が困

難となってきています。 

本町では、地域福祉計画に基づき、

幅広い町民の主体的参加と、事業者や

行政等の協働により、地域福祉の推進

に向けて取り組んでいるところであり

ます。 

近年、複合的な問題を抱える家庭が

増加しており、地域の相談役として大

きな役割を担う民生委員・児童委員等 

2-4 地域福祉 

基本施策 

との連携を強化しながら、制度の枠を

超えた相談体制づくりに努めていま

す。その一方で、福祉人材の高齢化に

伴う担い手の不足が深刻な問題となっ

ています。 

子どもから高齢者、障がい者まで、

誰もが地域の一員として、いきいきと

自立した生活を安心して送ることがで

きるよう、地域で見守り・支え合う体

制づくり等を推進しながら、自助、共

助、公助による地域共生社会の実現に

向けて取り組んでいかなければなりま

せん。 

すべての人が安心して、いきいきと生活できるよう、 

互いに助け合い、支え合いのあるまち 

住み慣れた地域や家庭で住み続けられるよう、すべての人が互いに思いやりを持

ち、ともに生きることができるまちを実現します。 

02：健康福祉～思いやり、支え合い、みんなが元気で暮らせる健幸のまち～ 

 
 

現
状
と
課
題 

 
 

め
ざ
す
姿 

 将来の目標 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（定例民生委員児童委員協議会） 

計画名 計画期間 

白老町地域福祉計画 令和 2年度～令和 6年度 

 

事業：2-4-1 地域福祉の推進 

住み慣れた地域でいきいきと安心して生活できるよう、町民・地域・行政がそれ

ぞれ連携して、助け合い、支え合いのある地域づくりを推進するとともに、福祉意

識の高揚や、福祉活動の担い手育成等に努めます。 

 

事業：2-4-2 共生型地域福祉拠点機能の充実 

地域福祉活動の活性化を図るため、共生型地域福祉の拠点において、多様化す

る福祉ニーズに応じた各種相談窓口の運営や講座の開催など、サービスの充実に

努めます。 

 

事業：2-4-3 生活の安定と自立支援 

誰もが健康で文化的な生活が送れるよう、民生委員・児童委員や関係機関と連

携しながら、個々の実情に応じた生活相談や支援を行い、要支援者の生活の安定

と自立促進を図ります。 

 

 

 

 基本事業 

 個別計画等 

 



 

  

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆高齢者が生涯にわたり、安心して住み慣れた

地域でいきいきとした生活が送れると感じ

る町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9 年度) 

56.8％ 62.8％ 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆介護予防事業参加者数 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9 年度) 

9,200人 9,200人 

団塊世代が全て７５歳以上となる２

０２５年には、高齢化率が全国で３

０．０％となり、高齢化が大きく進行

します。本町においては、さらに深刻

で、２０２５年に高齢化率が４６．

１％と、国以上に高齢化が進行しま

す。 

また、核家族化による世帯構造の変

化により、独居高齢者や、支援できる

家族が近隣にいない高齢世帯の増加、

後期高齢者の増加に伴う要介護者の増

加等が課題となっています。 

これまで、地域包括ケアシステムの

構築を進めながら、生活支援コーディ 

ネーターを配置し、高齢者が安心して

暮らせる環境づくりに取り組んできま

した。 

近年は、一人暮らしや認知症の高齢

者の増加を背景に、多様な生活支援サ

ービスの創出や、見守り体制づくりの

強化が求められています。 

 

また、住み慣れた地域で、安心して

自分らしく暮らし続けられるよう、地

域の包括的な支援体制の構築が求めら

れています。 

住み慣れた地域で、生きがいを感じながら、 

安心して長寿を楽しむことができるまち 
 

高齢者が住み慣れた環境のもと、生きがいを感じながら、いきいきと暮らし、生

活の質の向上を実感できるまちを実現します。 

2-5 高齢者福祉 

基本施策 02：健康福祉～思いやり、支え合い、みんなが元気で暮らせる健幸のまち～ 

 
 

現
状
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課
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め
ざ
す
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 将来の目標 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画名 計画期間 

白老町高齢者保健福祉計画・白老町介護保険

事業計画 

平成３０年度～令和２年度 

 

事業：2-5-1 介護予防と健康づくりの推進 

高齢者が地域で自立した生活ができるよう、介護予防に資する知識の普及啓発

や、自主的な活動の育成・支援に努め、要介護予防対策や重度化対策等に取り組み

ます。 

 

事業：2-5-２ 介護サービスの充実 

介護保険制度を持続可能な制度として維持していくため、介護サービスの質の

向上や介護給付費の適正化に取り組みます。また、多様な介護サービスのニーズ

に対応し、安定したサービスを提供していくため、介護人材の確保対策や定着に

向けた取組みを推進します。 

 

事業：2-5-３ 生きがいづくりと社会参加の促進 

高齢者の閉じこもりを予防するため、高齢者がこれまで培ってきた豊かな経験

や能力を発揮できるような場づくりを関係機関と連携し取り組みます。 

 

事業：2-5-４ 地域で安心して暮らせる環境づくり 

多様化する相談等を包括的に受け止める体制を整備するとともに、虐待の防止

や成年後見制度の利用促進等を図り、高齢者の権利擁護に努めます。 

 

 

   

（地域ふれあいサロン）          （高齢者のヨガ教室） 

 

 基本事業 

 個別計画等 

 



  

3  

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆障がいの有無にかかわらず、生きがいを持ち

ながら安心して生活できると感じる町民の

割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

56.3％ 62.3％ 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆障がい福祉サービス等相談の年間対応件数 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

1,696件 1,800件 

高齢化の進行に伴い、障がいの重度

化、重複化が進んでいます。そのよう

な状況の中、障害者差別解消法が施行

されるなど、障がい者（児）が住み慣

れた地域で自立した生活を送るための

法整備が進められています。 

本町においても、同法の施行に伴

い、職員対応マニュアルや福祉ガイド

ブックの作成のほか、コミュニケーシ

ョン支援ボードの活用など、様々な施

策を展開してきました。また、障がい

者（児）に関する相談支援体制の充実

や障がい者（児）を地域全体で支える

ことができる仕組みづくりにも努めて

きました。 

これからも、ノーマライゼーション

の理念のもと、障がいのある人もない

人も、互いに理解し、支え合いなが

ら、地域の中で安心して暮らすことが

できる環境づくりが求められます。 

また、障がい者（児）が地域の中で

自立した生活を送るための社会資源の

充実、地域の理解、就労の支援、関係

機関の連携強化等も必要となります。                      

加えて、障がい児福祉については、

地域における専門的な支援を更に充実

させるとともに、乳幼児期から学校卒

業までの一貫した支援体制の構築が求

められています。 

2-6 障がい者（児）福祉 

障がい者が安心して暮らし、 

地域社会の一員として自立できるまち 
障がいのある人への理解が深まり、障がいの有無にかかわらず、誰もが地域で支

え合いながら暮らせるまちを実現します。 

基本施策 02：健康福祉～思いやり、支え合い、みんなが元気で暮らせる健幸のまち～ 
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（キャプション）    （コミュニケーション支援ボード） 

計画名 計画期間 

白老町障がい者福祉計画 平成２７年度～令和 2年度 

白老町障がい福祉計画 平成３０年度～令和 2年度 

白老町障がい児福祉計画 平成３０年度～令和 2年度 

 

事業：2-6-1 障がい福祉サービスの充実 

障がいのある人が地域において安心して生活できるよう、障がいの特性に合わ

せた支援サービスの提供や、相談体制の拡充、障がいのある人への理解促進等を

図り、個々のニーズに応じた障がい者施策を推進します。また、バリアフリー新法

に基づき、公共施設や公共性の高い施設において、だれもが利用しやすい施設や

設備になるように努めます。 

 

事業：2-6-2 障がい者の自立支援と社会参加の促進 

障がいのある人が、地域で自立した生活を送ることができるよう、地域住民や

関係機関、事業所等が連携し、就労先の確保や、社会参加の促進、コミュニケーシ

ョンへの支援、さらには、スポーツを楽しめる機会等の充実を図り、地域共生社会

の実現を目指します。 

 

事業：2-6-3 障がい児の相談・支援の充実 

発達の遅れや障がいが認められる子どもに対して、関係機関が連携しながら、

きめ細やかな相談・支援等を行い、乳幼児期から学校卒業まで切れ目なく療育や

学校教育が受けられる環境整備に努めます。 

 

 

 

写真 

 基本事業 

 

 個別計画等 



 

  

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆全国学力等調査による平均正答率の全道平

均との差 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

△2.7 点 0点以上 

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆子どもたちが安心していきいきと学ぶこと

ができると感じる町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

53.6％ 59.6％ 

一方、いじめや不登校だけではな

く、メディアの使用時間の増加や、イ

ンターネットを通した犯罪など、様々

な教育課題が社会問題化する中、学

校、家庭、地域などにおける一層の連

携強化が求められています。 

加えて、変化する教育内容や制度に

対応した教育環境の整備、学校施設の

計画的な老朽化対策等、子どもの教育

環境の充実も求められています。 

学校給食においては、「ふるさと」

と「食」への関心を高めるため、郷土

給食や食育の一層の推進が求められて

います。 

3-1 

現
状
と
課
題 

 

知・徳・体のバランスの取れた「生

きる力」の育成を基本とし、一人ひと

りの個性や能力に応じた、きめ細やか

な教育の推進が求められています。 

これまで、コミュニティ・スクール

の導入やふるさと学習のほか、漢検・

英検等の受検支援、人型ロボットを活

用したプログラミング教育等に取り組

み、確かな学力の定着や特色のある教

育活動等を推進してきました。 

これからは、未来を生き抜く力のあ

る子どもを育成するために、基礎学力

の向上や時代の要請に対応した新たな

学びの推進が必要となります。 

 

 

学校教育 

03：教育文化～豊かな心を育み、生きがい感じる学びのまち～ 基本施策 

め
ざ
す
姿 

 

生きる力を身に付け、 

未来を切り拓く子どもたちが育つまち 
 

生きる力を育み、郷土に誇りと愛着をもった、次世代を担う子どもたちが育つま

ちを実現します。 

将来の目標 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本事業 

計画名 計画期間 

白老町教育推進基本計画（白老町教育大綱） 平成２８年度～令和２年度 

 

事業：3-1-1 学校教育内容の充実 

「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の調和を重視した「生きる力」を育む教育を推

進するとともに、情報教育や外国語教育など、時代の変化に対応した学びを充実させ、「質の

高い学力」の習得を図ります。 

 

事業：3-1-2 特色のある学校づくりの推進 

子どもの豊かな人間性を育み、郷土への誇りと愛着を醸成するため、学校が保護者、地域住

民と手を取り合い、それぞれの地域の歴史や文化などを踏まえた特色のある教育活動を展開

します。 

 

事業：3-1-3 安心して学べる教育環境の充実 

支援を必要とする子どもに対し、特別支援教育支援員・介助員等の配置を進めるなど、特別

支援教育の充実を図るとともに、いじめや不登校などの心の問題に対しては、スクールカウン

セラー等の配置の拡充に努め、教育相談体制の強化を図ります。また、すべての子どもが経済

的不安を持たずに学ぶことができるよう、就学援助などの支援の充実を図ります。 

 

事業：3-1-4 教師力の向上 

子ども一人ひとりの成長に寄り添い、個の可能性を引き出すため、教師力の向上に向けた研

修を充実させ、意欲ある人材の育成を図ります。 

 

事業：3-1-5 学校教育施設設備の整備・充実 

子どもの教育効果を高めるとともに、豊かな学びを確保するため、安全で快適な学習環境の

充実や、施設設備の整備を計画的に行います。また、情報教育を推進するためのＩＣＴ機器や

デジタル教材のほか、学校図書館の図書設備等の整備充実を図ります。 

 

事業：3-1-6 安全安心な学校給食の提供 

成長期の児童生徒の健やかな心身の維持と増進を図るため、栄養や食物アレルギー、衛生管

理に配慮した安全安心な学校給食の提供を行います。また、郷土食材の活用や食育の推進によ

り、ふるさとの食への関心をもたせ、健康な食生活の実践力の育成を図ります。 

 

 

 個別計画等 

 



 

  

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆社会教育活動が充実していると感じる町民

の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

53.4％ 59.4％ 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆生涯学習講座開設数 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

12回 18回 

２．成果指標【まちづくり指標】 

◆図書館の町民一人当たり蔵書貸出数 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

3.8 冊 4.0 冊 

また、人口減少や高齢化等により、

地域の力の衰退が懸念される中、公民

館等を中心とした社会教育の資源を有

効活用して、講師となる人材や、まち

づくりを進めるリーダーの育成も急務

となっています。 

一方、これらの学びの場となる、社

会教育施設の多くは老朽化が進んでお

り、大規模改修が必要な施設も見られ

ます。計画的に改修を進めるととも

に、時代にあった利用しやすい施設の

在り方について検討することが求めら

れます。 

3-2 

現
状
と
課
題 

 

社会の成熟やライフスタイルの変

化、自己実現の高まりを背景に、生涯

にわたる主体的な学びを通して、生き

がいのある充実した人生を送りたいと

いうニーズが増えています。 

本町の社会教育推進にあたっては、

多様化するニーズに対応した学習機会

の提供や、習得した知識・技能などの

学習成果を地域に還元させる仕組みづ

くりを進めるほか、地域で行われてい

る社会教育関係団体の活動への支援を

行っています。 

●また、本町においては、 

社会教育 

学びの楽しさを実感しながら、 

みんなが活躍できるまち 
 

いつでも、だれでも生涯にわたり学習し、わかる喜びや学びの楽しさを実感しな

がら、みんなが活躍できるまちを実現します。 

め
ざ
す
姿 

 

基本施策 

将来の目標 

03：教育文化～豊かな心を育み、生きがい感じる学びのまち～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本事業 

事業：3-2-1 生涯学習機会の充実 

多様な住民ニーズを把握し、生涯にわたって学ぶ喜びや楽しさを実感できる学習の場を提

供するとともに、学びや活動を通じて、町民の輪が広がる交流機会の創出に努めます。また、

講座や催しの情報を収集・整理し、町民によりわかりやすく発信します。 

 

事業：3-2-２ 地域における生涯学習活動への支援 

家庭や地域社会を取り巻く様々な課題に対応するため、学校・家庭・地域との連携・協力を

強め、町民が主体的に活動ができるように支援を行います。また、地域づくりのリーダーとな

る人材の発掘・育成に努めます。 

 

事業：3-2-３ 社会教育施設の整備・充実 

活動の拠点となる中央公民館などの維持管理を適正に行い、安心して利用できる施設とな

るよう努めます。また、耐震化や長寿命化などに向けた検証を進め、安全対策を推進します。 

 

事業：3-2-4 読書活動の推進 

町民の読書活動を促進するとともに、地域の情報拠点となるよう、様々な資料や情報の収

集・提供等に取り組み、サービスの充実に努めます。また、読書活動に関連するイベントの開

催や、学校図書館との連携による子どもの読書活動の推進など、図書館活動の振興を図りま

す。 

 

事業：3-2-5 子ども・若者の健全育成 

青少年の健全な育成を図るため、良好な社会環境づくりについて家庭や地域に啓発すると

ともに、地域と連携して健全育成や非行防止のための活動を推進します。また、困難を抱える

子ども・若者が自立できるよう、関係機関と連携を図りながら、一人ひとりの状況やライフス

タイルに応じた切れ目のない支援に取り組みます。 

 

計画名 計画期間 

白老町教育推進基本計画（白老町教育大綱） 平成２８年度～令和２年度 

社会教育中期計画 平成２８年度～令和２年度 

子どもの読書活動推進計画 平成３１年度～令和５年度 

白老町立図書館事業計画 単年度 

しらおい子ども憲章 平成２５年度～ 

 

 個別計画等 



 

  

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆陣屋資料館入館者数 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9 年度) 

5,313人 10,000 人 

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆芸術・文化に触れる機会が充実していると感

じる町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9 年度) 

57.1％ 63.1％ 

２．成果指標【まちづくり指標】 

◆芸術文化鑑賞事業実施回数 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9 年度) 

6回 8回 

芸術文化は、豊かな創造性や感受性

を育み、町民の生活に潤いをもたらす

ものであり、ウポポイの開設を契機に

活動の裾野が広がりをみせています。 

文化活動の更なる活性化と裾野拡大

のためには、関係団体と連携をとり、

町民の活動意欲に応えられるような支

援の充実が必要です。 

町民の身近な場である仙台藩白老元

陣屋資料館では、地域の歴史や文化を

継承し、次代へつなげていくため、保

存活用計画を基にした取組みを進めて

います。 

3-3 

薫り高い芸術文化を体感し、 

心豊かに暮らせるまち 

先人が築いた地域の歴史や文化に触れ、文化的に暮らせるまちを実現します。 

現
状
と
課
題 

 

芸術文化 

め
ざ
す
姿 

 

また、増加が予想される外国人観光

客に対応するため、多言語ガイダンス

システムを導入するなど、利用者ニー

ズや目線を意識した施設運営を図って

います。 

 

町民がまちの魅力や良さに気付く

「地域学講座」の開設を通して、町民

がふるさと・白老に対して誇りや愛着

を持てるような環境整備を充実させる

ことが求められています。 

03：教育文化～豊かな心を育み、生きがい感じる学びのまち～ 基本施策 

将来の目標 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本事業 

計画名 計画期間 

白老仙台藩陣屋跡保存活用計画 令和２年度～ 

歴史と文化のまち宣言 昭和６３年度～ 

 

  
（館長とまち歩き講座）          （白老町文化祭） 

 

事業：3-3-1 芸術文化の振興 

芸術文化を身近に親しむことのできる環境づくりに努めるとともに、町民によ

る主体的な活動の推進や、発表の機会の提供、活動を担う人材づくり等への支援

など、町内における芸術文化の振興に努めます。 

 

事業：3-3-2 史跡・文化財の保全と活用 

史跡や指定文化財など、貴重な歴史資源を次世代に継承するとともに、広く町

民に親しんでもらうため、それぞれの特性に応じた保存と活用に取り組みます。

また、博物館活動に関わるボランティア人材の育成を通じ、町民の意識の高揚や

自主的な活動を促進します。 

 

 

 

 

 個別計画等 

 



 

  

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆スポーツ事業等実施回数 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

13回 21回 

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆運動に親しむことのできる環境が充実して

いると感じる町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

56.0％ 62.0％ 

２．成果指標【まちづくり指標】 

◆体力づくり教室の実施回数 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

0回 24回 

現
状
と
課
題 

 

近年の健康志向の高まりや、子ども

の体を動かす機会の減少が指摘される

中、スポーツ活動を通して心身の発達

や健康の増進を図り、誰もが生涯にわ

たってスポーツに親しむことができる

環境づくりが求められています。 

本町では、スポーツに対する町民ニ

ーズが高まる中、各種競技の普及や指

導者の育成を図るため、関係団体と連

携した取組を進めています。 

総合体育館や桜ヶ丘運動公園など、

既存のスポーツ施設を活用し、さらな 

 

る利用促進を図るための講習会やスポ

ーツイベントの充実が必要です。ま

た、誰もが安全・安心で快適にスポー

ツを楽しむことができるよう、老朽化

が進む施設については、計画的な改修

に努めます。 

スポーツ資源を活用した地域経済活

性化の動きも高まってきており、交流

人口の拡大を図るためのスポーツイベ

ントの開催や、スポーツツーリズムへ

の対応も検討していきます。 

め
ざ
す
姿 

 

誰もが気軽にスポーツに参加し、 

元気で健やかに暮らせるまち 

身近で気軽なスポーツを楽しみながら、健康的に暮らせるまちを実現します。 

将来の目標 

3-4 スポーツ 

03：教育文化～豊かな心を育み、生きがい感じる学びのまち～ 基本施策 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本事業 

   
（ゲーリング大会）       （健康ﾏﾗｿﾝﾌｧﾐﾘｰｳｫｰｷﾝｸﾞ大会） 

事業：3-4-1 スポーツの振興 

町民一人ひとりが目的や体力に応じて気軽にスポーツ活動へ参加できるよう、

関係団体や学校、地域と連携して、スポーツに触れる機会の提供や、指導者の育成

等に努めます。また、健康づくりや町民の交流を促す、ニュースポーツ等の普及活

動を推進します。 

 

事業：3-4-2 スポーツ施設の整備充実 

スポーツ・レクリエーションの拠点となるスポーツ施設を町民が安全・安心に

利用できるよう、施設の計画的な改修と適正な維持管理に努めます。また、各施設

の特性に応じた運営内容の充実を図るとともに、利用促進に向けた情報発信に努

めます。 

 

事業：3-4-3 スポーツによる地域活性化 

スポーツを通じて地域経済の活性化を図るため、スポーツツーリズムや、スポ

ーツイベントの開催、大規模な大会やスポーツ合宿の誘致等に取り組み、スポー

ツを核としたまちづくりを推進します。 

 

 

 

 

計画名 計画期間 

スポーツ都市宣言 昭和５１年度～ 

  

 

 個別計画等 



 

  

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆アイヌ文化が国内外各層へ幅広く普及して

いると感じる町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9 年度) 

60.2％ 66.2％ 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆アイヌ文化の理解を深めるための講習会開

催回数 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9 年度) 

30回 40回 

近世以降の和人の流入、明治以降の

国の政策により、先住民族であるアイ

ヌ民族の尊厳と文化に深刻な打撃を与

えたという歴史的経緯を踏まえ、アイ

ヌの人々の誇りが尊重される社会の実

現が求められています。 

しかし、アイヌ文化の伝承者は減少

し、自然と共に生きる暮らしの中で生

み出された、有形、無形を含めた様々

なアイヌ文化が存立の危機に瀕してい

るとともに、未だ、アイヌ民族の文化

や歴史等についても町内外で十分な理

解が得られていない状況にあります。 

こうした背景を踏まえ、アイヌ文化

の復興・発展と先住民族の尊厳を尊重

し、差別のない多様で豊かな文化を持

つ活力ある社会を築いていくための象

徴として、２０２０年４月に「民族共

生象徴空間（ウポポイ）」が本町にオ

ープンします。 

これからも町として、アイヌ民族の

文化や歴史の正しい認識と理解を深め

る機会の充実や、伝承者の確保に向け

た支援、文化伝承の環境整備等が求め

られます。 

アイヌ民族の尊厳の保持と、文化・歴史の 

次世代への継承により、多文化共生社会が実現するまち 

アイヌ新法の理念に基づき、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重され、次世代

へ継承されるまちの実現を目指します。 

現
状
と
課
題 

 

3-5 

め
ざ
す
姿 

 

民族文化 

03：教育文化～豊かな心を育み、生きがい感じる学びのまち～ 基本施策 

将来の目標 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本事業 

  
（アイヌ語初級講座）      （豊漁を祈る儀式「ペッカムイノミ」） 

事業：3-5-1 アイヌ文化の理解促進・普及啓発 

ウポポイなど関係機関と連携しながら、アイヌ民族の文化や歴史について、町

内外へ情報発信するとともに、アイヌ文化に見て、触れて、学べる、様々な機会を

提供することにより、各階層への理解の促進を図ります。 

 

事業：3-5-2 アイヌ文化伝承活動団体への支援 

アイヌ文化伝承活動団体等に対して、伝統儀式、古式舞踊をはじめとしたアイ

ヌ文化の保存活動や、口承文芸等の継承活動への支援を行うことで、アイヌ文化

が正しく後世に継承されるよう、伝承活動の継続支援に努めます。 

 

事業：3-5-3 アイヌの伝統的生活空間の再生 

自然と共生してきたアイヌの人々の伝統的生活の場を再生するとともに、伝承

活動等に必要な自然素材の供給を可能とする空間を形成します。また、その素材

を活用しつつ、教育型イオルとしてアイヌ文化の伝承・体験交流の促進を図りま

す。 

 

 

 

計画名 計画期間 

白老町アイヌ施策基本方針 平成１９年度～ 

白老町アイヌ施策推進地域計画 令和元年度～令和６年度 

白老町アイヌ文化振興基本方針・同事業計画 平成１４年度～ 

 

 個別計画等 



 

  

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆人権に関する相談や支援体制の整備を推進

していると感じる町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

55.1％ 61.1％ 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆各種審議会等における女性の登用率 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

28.7％ 35.0％ 

現
状
と
課
題 

 

め
ざ
す
姿 

 

互いの人権を尊重し合い、差別のないまち 

町民一人ひとりの人権が尊重され、あらゆる差別のない、誰もが幸せに暮らせる

まちを実現します。 

将来の目標 

3-6 
 

人権 

03：教育文化～豊かな心を育み、生きがい感じる学びのまち～ 基本施策 

人権とは誰もが生まれながらにして

平等に持っているものであり、保障さ

れるべき権利です。 

本町では、これまで関係機関等との

連携により、人権についての正しい理

解と人権尊重の理念を深めるための教

育や意識啓発等を進めてきました。し

かしながら、偏見等による潜在的な差

別は未だ根深く存在しており、近年に

おいてはＳＮＳの普及もあって、イン

ターネットによる人権侵害など、新た

な問題が生じております。 

これからも、人権意識の高揚に向け

て、関係機関等との連携を強化しなが 

ら、継続的な人権教育と啓発活動に努

めていくことが求められます。 

一方、少子高齢化や人口減少を背景

に、女性の活躍促進が求められる中、

本町では白老町男女共同参画計画（あ

いプラン）を策定し、男女があらゆる

分野で対等な立場で活動できる環境づ

くりを進めています。 

これからは、男女の固定的な役割分

担意識の解消や、共に担う子育て意識

の醸成をはじめ、地域活動における男

女共同参画の推進等を図り、ともに輝

くまちづくりを進めていかなければな

りません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本事業 

 写真１           写真２ 

（キャプション）       （キャプション） 

事業：3-6-1 人権啓発 

日常生活において、人権尊重の意識が定着し、人権について正しい理解が進む

ように、様々な機会を活用し、効果的な人権教育と啓発に努めます。 

 

事業：3-6-2 男女共同参画 

固定的な性別役割分担意識を解消し、男女共同参画について理解を高めるため、

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）や、女性の活躍の促進に取り組む

とともに、女性に対するあらゆる暴力の防止と根絶に向けた広報と意識啓発に努

めます。 

 

 

 

 

 

計画名 計画期間 

白老町男女共同参画計画（あいプラン） 令和２年度～令和５年度 

 

 個別計画等 

 



 

   

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆立地企業件数（延べ） 

 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

32件 34件 

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆自らの能力を十分に発揮し、安心して働くこ

とができる雇用環境が充実していると感じ

る町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

51.0％ 57.0％ 

ウポポイの開設を契機として、多く

の観光客を受け入れる体制づくりが急

務となっており、現在、異業種間によ

る産業連携や、観光振興のけん引役で

ある地域ＤＭＯを主軸とした地域内連

携の促進が求められています。 

また、ウポポイの集客力を期待した

新規起業の動きや、空き店舗等の既存

ストックの活用も活発化していること

から、この動きを促進させるための総

合的な支援の充実が求められます。 

近年、本町においては企業が求める

人材と求職者の希望する職種のミスマ 

現
状
と
課
題 

 

ッチ等を理由に、人材不足が慢性化し

ています。 

町内では、若い世代が望む雇用形態

や職種が少なく、新規学卒者をはじめ

とする若い労働力が町外へ流出してお

り、定住が進まない状況にあります。 

これからは、若者が求める魅力的な

雇用の創出のほか、ＵＩＪターンの推

進による関係人口の拡大等に努めてい

く必要があります。また、人材不足に

よる外国人労働者を雇用する動きも高

まってきていることから、制度の啓蒙

が求められています。 

め
ざ
す
姿 

 

将来の目標 

働きたい人が求める、多くの雇用の場があり、 

安心して働くことができるまち 
 
地元で安心して働く場所がたくさんあり、若い労働力が還流するまちを実現しま

す。 

4-1 産業連携・雇用 

04：経済産業～魅力と活力にあふれ、賑わいが生まれる産業のまち～ 基本施策 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本事業 

事業：4-1-１ 産業連携の推進と投資意欲の醸成 

創業支援計画の策定により、総合的なサポート体制を構築し、町内での投資意欲のある創業

者を継続的に輩出・支援していきます。また、白老立地企業連絡協議会等による異業種間の産

業連携や、観光を主軸とした地域ＤＭＯによる地域内連携を強化し、経済循環を促進させま

す。 

 

事業：4-1-２ 雇用機会の拡大と就業環境の充実 

働く意欲があるすべての人が希望と適正に応じた職に就くことができるよう、ハローワー

クや関係機関と連携を図りながら、就労機会の確保と職業能力の向上を支援します。また、働

き方改革による労働条件の改善のほか、定年延長や再雇用による高齢者雇用、外国人技能実習

生の活用等を図るなど、安定的な人材確保に努めます。 

 

事業：4-1-3 移住・定住の促進 

しらおい移住滞在交流促進協議会と連携し、首都圏での移住相談会への参加やホームペー

ジの充実などにより、本町に対する理解を深める取り組みを推進するとともに、移住希望者に

対する住まいや仕事に関する情報提供、相談体制の充実を図り、移住・定住の促進や関係人口

の増加につなげていきます。 

 

事業：4-1-4 企業誘致の推進 

町内工業団地等への企業立地を推進するため、首都圏企業に対して本町の持つ特性や地理

的優位性を積極的にＰＲするとともに、立地企業に対する各種支援制度の利用促進や相談業

務などアフターフォローにも努めます。 

 

 

 

計画名 計画期間 

白老町創業支援計画 令和 2年度～令和 6年度 

 

 個別計画等 



 

  

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆取扱貨物量の実績 

 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9 年度) 

122万 t 140万 t 

２．成果指標【まちづくり指標】 

◆クルーズ客船、大型貨物船の寄港回数 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9 年度) 

年間0隻 年間4隻 

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆地方港湾白老港が整備され商港区や関連施

設の利用が促進されていると感じる町民の

割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9 年度) 

50.7％ 56.7％ 

現
状
と
課
題 

 

白老港は、昭和５７年の新規着工以

来、背後圏企業の原材料及び製品等の

流通に貢献する拠点港として、さらに

は沿岸で展開される水産活動の基地と

して、地域の産業・経済に密着した重

要な役割を果たしています。 

現在は、第３商港区の一部が供用開

始となっておりますが、防波堤等が未

完であり、港湾内の静穏度が保たれて

いないことから、早期の整備促進が求

められています。 

一方、漁港区においては、漁船の大

型化が進み、係留施設の狭隘化が課題 

4-2 港湾 

基本施策 

将来の目標 

となっております。さらには、主力貨

物である砂の取扱量の減少が今後予測

されることから、新規貨物の開拓が求

められています。 

これからは、第３商港区の優位性を

高めるための港湾利用を伴う企業誘致

や大型クルーズ船の誘致活動等、港湾

施設の更なる利用促進に向けた事業展

開が求められます。 

め
ざ
す
姿 

 

港のもつ機能をフルに活かし、 

海の玄関口として発展するまち 
 
港湾機能の強化により、道央圏の物流拠点として、さらには、町民の憩いの場 

として地域が賑わうまちを実現します。 

04：経済産業～魅力と活力にあふれ、賑わいが生まれる産業のまち～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本事業 

  
（クルーズ客船「ぱしふぃっくびいなす」寄港）      （紙製品荷役） 

事業：4-2-1 港湾機能の整備促進 

物流拠点としての機能を強化するため、第３商港区の静穏度向上に向けた島防

波堤の整備を促進するとともに、白老港維持管理計画に基づいた適切な維持管理

に努め、港湾施設の長寿命化を図ります。 

 

事業：4-2-2 商港区の利用促進 

港湾利用の促進により地域経済を活性化するため、企業誘致とタイアップした

新規取扱貨物の開拓に努めるとともに、民族共生象徴空間「ウポポイ」の開設をセ

ールスポイントとして、クルーズ船の誘致に努めます。 

 

事業：4-2-3 臨海地区の土地利活用 

白老港臨海地区の有効利用を図るため、公共工事ヤードとしての貸付や、港湾

利用を伴う企業誘致活動を行うとともに、親しまれる港として朝市や各種イベン

トを開催し、憩いの場の創出に努めます。 

 

 

 

計画名 計画期間 

白老港港湾計画基本構想 平成１７年度～ 

 

 個別計画等 

 



 

  

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆製造品出荷額 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

625億円 633億円 

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆新規企業の誘致や地域資源を活用した商品

開発が推進されていると感じる町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

44.3％ 50.3％ 

2．成果指標【まちづくり指標】 

◆新規創業支援件数（延べ） 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

４件 12件 

一方で、インターネット等による通

信販売や、ネットショッピングなど、

買い物の多様化が進み、さらには、経

営者の高齢化による後継者不足も相ま

って、空き店舗の常態化がみられま

す。 

これからは、事業者に対する金融支

援や様々な課題解決に向けた総合的な

支援体制づくりを進め、商工業のさら

なる活性化に取り組む必要がありま

す。 

町の活力を維持・向上させていくた

めには、町内の経済活動の活発化が重

要です。商工業の振興のため、商店街

や商工会などと協力して市街地の活性

化に取り組むとともに、中小企業や個

人事業者の経営安定、投資意欲を促す

施策が求められています。 

近年、ウポポイの開設を好機として

取り組んできた創業支援制度等が功を

奏し、これまでに数多くの新規出店が

みられたほか、白老駅北観光商業ゾー

ン（ポロトミンタラ）の開発も進み、

商工業の活性化がみられます。 

 

 

め
ざ
す
姿 

 

商店街に多くの人が集まり、 

にぎやかで活気のあるまち 
 

中小企業の活発な事業展開により、稼ぐ力を生み出し、地域経済の活性化を図る

ことで、中心市街地が大いに賑わうまちを実現します。 

現
状
と
課
題 

 

4-3 商工業 

基本施策 

将来の目標 

04：経済産業～魅力と活力にあふれ、賑わいが生まれる産業のまち～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本事業 

  インフォ写真 
（創業支援実績）     （ＸＸＸＸＸＸ） 

事業：4-3-1 商工業の活性化 

購買力の流出抑制や来訪者の増加を見据えた町内消費の拡大を図るため、既存

商店街の活性化策や、白老駅北観光商業ゾーン基本計画に基づいた振興策等に取

り組み、商工業の活性化による稼ぐ力の創出に努めます。 

 

事業：4-3-2 中小企業振興と創業支援 

中小企業や個人事業者の経営安定を図るため、商工会など関係機関との連携に

より各種融資制度や助成制度の充実に努めるとともに、起業意欲を喚起するため、

創業支援計画を策定し、支援メニューの拡大を推進します。 

 

 

 

 

計画名 計画期間 

白老駅北観光商業ゾーン基本計画 平成３０年度～ 

白老町創業支援計画 令和２年度～令和６年度 

先端設備等導入計画 平成３０年度～ 

 

 個別計画等 



 

  

１．成果指標【町民意識調査】 

◆観光消費額 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

- 150億円 

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆おもてなしと思いやりの心あふれる受け入

れ体制が充実していると感じる町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

48.8％ 54.8％ 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆観光入り込み客数 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

1,505千人 3,500千人 

観光は、交流人口の増加や地域経済

の活性化をもたらす産業として期待さ

れており、関係機関・団体と連携し、

その強化に取り組んでいます。 

本町においては、ウポポイを町内観

光の起爆剤として作用させるため、白

老観光協会が観光振興の総合的な役割

（地域ＤＭＯ）となって、町内への回

遊性を高める取り組みを進めておりま

す。 

また、ウポポイへの来訪者１００万

人の達成につなげるためには、観光資

源の魅力向上と着地型観光の推進が不 

現
状
と
課
題 

 

可欠であり、効果的な情報発信と外国

人を含む観光客の受入体制の充実が求

められております。 

加えて、観光リピーターを増やすた

め、おもてなしの精神の醸成と、多様

化する観光ニーズへの対応力の向上が

求められます。 

 

これからは、ウポポイの開業効果を

町内全体に波及させ、観光を主軸とし

た地域産業の活性化に努めていく必要

があります。 

4-4 

め
ざ
す
姿 

 

観光 

基本施策 

自然や歴史、食、温泉など、 

白老の魅力を求め、何度も訪れたくなるまち 

地域資源を最大限に活かし、おもてなしの心をもって迎え、何度も訪れたいと思

ってもらえるまちを実現します。 

将来の目標 

04：経済産業～魅力と活力にあふれ、賑わいが生まれる産業のまち～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本事業 

事業：4-4-1 魅力ある観光地の形成 

ウポポイの開設を契機とし、観光地としての魅力を向上させるため、白老観光

協会が地域ＤＭＯの取得を目指すほか、関係機関との連携により、町内の回遊性

を高めるための施策を展開します。 

 

事業：4-4-2 魅力ある地域資源の活用 

豊富な食材やアイヌ文化を取り入れた商品開発・飲食の提供のほか、自然景観

の保存・整備、温泉資源の利活用など、本町の持つ魅力ある地域資源を活用し、地

域価値を高める取り組みを推進します。 

 

事業：4-4-3 訪れやすいまちづくりの整備・充実 

多様化する観光ニーズに応えるため、観光インフォメーションセンターを拠点

とした町内の回遊性を高めるための情報発信や交通アクセスの整備のほか、宿泊

施設、飲食店、土産品店等、民間事業者の参入促進等に努めます。また、外国人観

光客の増加に備え、多言語対応やキャッシュレス化、観光地のバリアフリー等に

も取り組みます。 

 

事業：4-4-4 新たな誘客への取組み 

地域ＤＭＯの本登録を目指す白老観光協会が中心となり、観光客動向調査や観

光ニーズの把握等に努めるとともに、旅行商品の販売や、アクティビティの充実、

教育旅行の誘致、アイヌ文化を取り入れた商品開発、販売等に取り組みます。 

 

 

計画名 計画期間 

（仮称）白老町観光振興計画 令和２年度～ 

 

 個別計画等 

 



 

  

２．成果指標【まちづくり指標】 

◆特用林産物生産量 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

2,079ｔ 
(Ｈ28～30 平均) 

2,079ｔ 

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆安全安心な生産体制の確立や農業経営の強

化、森林の整備・保全が促進されていると感

じる町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

52.6％ 58.6％ 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆農林業従事者数 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

463人 500人 

農業者の高齢化や減少、後継者不

足、耕作放棄地の拡大、農業生産基盤

の維持管理コストの増大等、農業を取

り巻く環境は厳しさを増しています。 

農業の持続的な発展を促すために

は、農業生産基盤の整備や、経営体質

の強化、農業後継者の育成等に取り組

んでいかなければなりません。 

また、農業者の所得向上を図るため

には、６次産業化や農商工連携を推進

し、加工品の生産、開発により付加価

値を高め、ブランド力を強化すること

が求められます。 

 

 

 
め
ざ
す
姿 

 

農林業の担い手が育ち、未来につづくまち 

農林地の保全と有効利用が進み、意欲ある担い手が育まれ、稼ぐ農業を実践しな

がら、未来に続くまちを実現します。 

現
状
と
課
題 

 

近年、大規模施設栽培による耕種農

業の取り組みが進む一方、エゾシカの

生息頭数の増加による農業被害が課題

となっており、被害防止、資源保護の

ためにも、個体数の調整が必要となっ

ています。 

林業においては、木材価格の長期低

迷、採算性の悪化に伴い、森林所有者

の経営意欲が減退し、放置されている

森林が目立っております。林業の担い

手の育成、林道整備、間伐などに取り

組み、森林の持つ多面的な機能の維

持・回復に努めていかなければなりま

せん。 

将来の目標 

4-5 農林業 

基本施策 04：経済産業～魅力と活力にあふれ、賑わいが生まれる産業のまち～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本事業 

事業：4-5-1 農業基盤の整備 

農業者が安定的、効率的に生産できる体制を整えるため、ほ場、農道等の基盤整備を行うととも

に、計画的な土地利用と優良農地の保全を推進します。また、野生鳥獣の駆除や防除施設の設置へ

の支援等にも取り組ます。 

 

事業：4-5-2 農業所得の向上 

農業経営の発展・改善を目的に作業の機械化による省力化及び低コスト化を図り、生産性の向上

と合理化を進めます。また、消費者における食の安全・安心や地産地消意識の期待に応えるため、

生産者の顔が見える安全・安心な農畜産物の提供に努めます。さらに、６次産業化による農畜産物

の付加価値向上や、特産品ＰＲによるブランドイメージの推進、グリーンツーリズムの推進による

交流人口の増加等により、販路拡大に努め、農業所得増による経営の強化に取り組みます。 

 

事業：4-5-3 農業経営者の育成・支援 

就農希望者に対する啓発・相談活動をはじめ、就農準備から就農後の経営確立までの継続した支

援を行い、新規就農者の育成・確保を図ります。また、持続可能な営農体制を構築するため、農業

経営の法人化や担い手による農地の集積・集約化を促進させます。 

 

事業：4-5-4 森林の整備と経営の安定化 

森林の持つ多様な公的機能を発揮するため、「森林整備計画」に基づく総合的な森林整備を図る

とともに、関係団体との協働による環境共生型の森林づくりを推進します。また、持続可能な森林

経営の促進を図るため、森林施業の集約化のほか、林道や林業機械等の整備を推進するとともに、

林業従事者の担い手確保等に取組み、経営の安定化に努めます。 

 

事業：4-5-5 林産物の利活用の推進 

木材、間伐材の利用・流通を促進するとともに、しいたけや木炭などの特用林産物の産地力向上

や、公共建築物等への地域材の利用促進等を図り、林業の振興に努めます。 

 
 

計画名 計画期間 

白老町農業経営基盤強化促進基本構想 平成２９年度～ 

白老町農業振興地域整備計画 平成２１年度～（随時更新） 

白老町森林整備計画 平成２８年度～令和８年度 

農村滞在型余暇活動機能整備計画 平成３１年度～ 

白老町肉用牛生産近代化計画書 平成２８年度～令和 7年度 

白老町鳥獣被害防止計画 平成３１年度～令和 3年度 

白老町緊急捕獲等計画 平成３１年度～令和 3年度 

白老町地域材利用推進方針 平成２３年度～ 

 

 個別計画等 



 

  

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆装備・機械の近代化や担い手の育成、漁場な

ど生産基盤の整備がされていると感じる町

民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

54.9％ 60.9％ 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆つくり育てる漁業の生産額 

 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

108百万円 190百万円 

２．成果指標【まちづくり指標】 

◆新規就業者数（延べ） 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

2人 16人 

魚価低迷が続く中、資材及び餌代、

燃料価格の高騰により漁家経営が苦し

くなっています。また、組合員の高齢

化と担い手不足も相まって、漁業者の

減少に歯止めがかからず、本町の水産

業を取り巻く環境は、より一層厳しく

なっていることから、漁協等関係機関

との連携による水産業支援体制の強化

が求められています。 

近年の海水温の上昇により、回遊性

魚種の水産資源が減少する中、本町に

おいても秋サケやスケトウタラ等の漁

獲量が減少傾向にあり、今後安定した

漁家経営を維持するため、資源管理型

漁 

め
ざ
す
姿 

 

水産資源の育成と活用により、 

安定した経営ができるまち 

意欲ある担い手を育み、水産物を安定的に生産・漁獲し、経営の安定化が図れる

まちを実現します。 

現
状
と
課
題 

 

漁業や栽培漁業を推進していく必要が

あります。 

水産加工業については、たらこの製

造が中心でありますが、原料となるス

ケトウタラの漁獲量の減少や、輸入水

産加工品の増加等の影響を受けて厳し

い経営環境に置かれています。水産業

経営の安定化を図るため、消費者ニー

ズに対応した商品開発や地域ブランド

の推進が求められています。 

将来の目標 

4-6 水産業 

基本施策 04：経済産業～魅力と活力にあふれ、賑わいが生まれる産業のまち～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本事業 

事業：4-6-1 漁業基盤の強化 

漁業生産基盤の強化を図るため、関係機関と連携しながら、狭隘化に伴う係留

岸壁の増設や、屋根付き岸壁の整備等、漁港施設の機能保全・強化を促進させると

ともに、後背施設についても計画的な整備促進を図ります。 

 

事業：4-6-2 水産業経営の安定化 

漁協等関係機関と連携し、経営合理化や生産性を向上させる取組み等を支援す

ることで漁業経営基盤を強化し、漁家所得の向上を図ります。また、水産加工技術

の高度化による付加価値向上対策の促進や次世代の担い手確保、人材育成を進め、

活力のある漁業、水産加工業の確立を図ります。さらには、白老産水産物の普及宣

伝や地域ブランド化の推進、多様な販売戦略の展開等に努め、販路開拓・消費拡大

による経営の安定化を進めます。 

 

事業：4-6-3 水産資源の保護・育成 

回遊性魚種の安定した生産を確保するため、適切な資源利用や秩序ある操業に

よる漁獲管理に取り組むとともに、根付資源に対する資源管理型漁業の促進や、

栽培漁業の振興に努め、水産資源の保護・育成を図ります。また、有害生物である

ヒトデ等の駆除を促進させるとともに、漁具等に被害を及ぼすサメの有効活用化

についても推進します。 

 

計画名 計画期間 

浜の活力再生プラン 平成３１年度～令和 6年度 

登別・白老（虎杖浜）地域マリンビジョン計画 平成１８年度～ 

 

 個別計画等 



 

  

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆町民一人ひとりがまちの主体となり、「しあ

わせを感じるまち」が実現されていると感じ

る町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

53.9％ 59.9％ 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆町内会加入率 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

90.0％ 90.0％ 

現
状
と
課
題 

 

少子高齢化や人口減少等により、町

内会組織の高齢化や若い世代の加入率

の向上が喫緊の課題となっています。 

これまで、地域コミュニティ計画の

策定や、地域担当職員（集落支援員）

の配置、がんばる地域コミュニティ応

援補助制度の創設など、住民主体によ

る課題解決に向けた取り組みを推進し

てきました。 

また、町民の協働意識の向上から、

まちづくりへの参画を促すため、協働

のまちづくりセミナーや白老みらい創

りプロジェクト等を開催し、自治基本 

条例の基本原則である情報共有、参

画、協働の推進に努めてきました。 

町民との協働を進めていくために

は、自治基本条例の理念に基づき、行

政情報の発信・共有の強化、対話によ

る町民参加・若手参加の促進が不可欠

であることから、これまで以上に町民

と行政が手を取り合い、一体となって

まちづくりを進めていくことが求めら

れます。 

め
ざ
す
姿 

 

人がつどい、つながり、きずなが築かれ、 

一体感が感じられるまち 
 

町民の自発的な活動が活発化し、町民と行政が一体となって創るまちづくりを目

指します。 

将来の目標 

5-1 地域活動 

05：地域自治～共に生き共に創る、町民主役のまち～ 基本施策 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本事業 

事業：5-1-1 町民参加・協働の推進 

白老町自治基本条例の基本理念である「しあわせを感じるまち」を実現するた

め、町民参加の促進と行政情報の共有等、まちづくりに参加しやすい環境づくり

を推進するとともに、町民との対話の場の充実に努めます。 

 

事業：5-1-2 地域コミュニティの活性化 

人口減少や少子高齢化の進展に対応するため、住民自治の根幹となる地域コミ

ュニティの在り方の検討を行うとともに、活性化による地域課題の解決に向け、

町内会や町内活動団体等、様々な団体における交流や連携を促進させ、主体的な

取り組みを支援し、人材の育成やすそ野の拡大、団体・組織の活動基盤強化等に努

めます。 

 

事業：5-1-3 広報広聴の充実 

町民が必要とする情報をよりわかりやすく提供するため、見る側の視点に立っ

た広報紙面づくりや、見てみたいと思われるホームページづくりを継続的に推進

するとともに、ＳＮＳを活用した情報発信など、多様な広報媒体の効率的・効果的

な活用に努めます。また、幅広い町民要望・提案の把握に努め、町民の意見を町政

に反映できるよう広聴活動の充実を図ります。 

 

事業：5-1-4 情報公開の充実 

町が保有する情報について、白老町情報公開条例に基づく適正な開示を行うこ

とにより、町政の透明性の確保と、町の説明責任を果たし、公正で開かれた町政を

推進します。 

 

 

 

計画名 計画期間 

白老町自治基本条例 平成１８年度～ 

 

 個別計画等 

 



 

  

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆国内外の姉妹都市との交流や近隣自治体と

の広域的な連携が推進されていると感じる

町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

54.8％ 60.8％ 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆姉妹都市等交流事業実施回数 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

11回 20回 

都市との親睦をより一層深めることが

求められます。 

一方、急激な人口減少、少子高齢化

を背景に、２０４０年にかけてインフ

ラ施設の老朽化や空き家増加といった

行政課題の深刻化、行政職員の人手不

足等が問題視されています。将来にわ

たり行政サービスの質を保持していく

ためには、近隣自治体との連携をさら

に強化し、広域圏単位での振興と発展

に努めていく必要があります。 

め
ざ
す
姿 

 

広い視野と豊かな心をもつ人が育つ、 

多様な交流ができるまち 
 
交流を通じて、多角的な視野をもった人材育成に努め、また、近隣自治体との連

携により、定住自立できるまちを目指します。 

5-2 交流・連携 

05：地域自治～共に生き共に創る、町民主役のまち～ 基本施策 

現
状
と
課
題 

 

本町は、宮城県仙台市、青森県つが

る市のほか、カナダ国Ｂ・Ｃ州ケネル

市と姉妹都市交流を行っています。こ

れまで、小中学校の姉妹校交流やスポ

ーツ交流が主たる活動でしたが、近年、

町民有志で組織する「つがる部会」や

「ケネル白老フレンドシップクラブ」

が立ち上がり、町民主体による交流活

動が広がってきております。 

これからも相互訪問や交流事業を通

じて、次代を担う子どもたちをはじめ、

町民の社会性・文化性を育み、多文化

理解や国際感覚を醸成しながら、姉妹 

将来の目標 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本事業 

  写真（ケネル） 

（姉妹都市交流「つがる部会」） 

事業：5-2-1 国際交流の推進 

国際姉妹都市であるケネル市との青少年派遣交流事業や相互交流などを通じ

て、改めて郷土の文化や伝統への理解を深めるとともに、異文化体験や外国人と

の相互コミュニケーションといった国際交流を通じ、広い視野を持ち、活躍でき

る人材の育成に努めます。 

 

事業：5-2-2 国内交流の推進 

本町のこれまでの歴史的淵源から強い絆で結ばれている姉妹都市との歴史、文

化、スポーツ、経済を含めた幅広い分野での交流活動を通じ、関係人口の増加、

相互の地域活性化に努めます。 

 

事業：5-2-3 広域連携の推進 

行政サービスの向上のため、国・道からの情報を迅速・的確に把握するととも

に、それぞれの役割分担のもと、相互に協力して連携の強化に努めます。また、

広域的な行政課題の解決や地域振興に向けて、近隣自治体や大学、各種関係機関

との連携を図り、効率的な行政運営を推進します。 

 

 

 

計画名 計画期間 

千歳・苫小牧地方拠点都市地域基本計画 平成２８年度～令和７年度 

東胆振定住自立圏共生ビジョン 令和２年度～令和６年度 

 

 個別計画等 



 

  

１．町民満足度【町民意識調査】 

◆計画的で健全な財政運営がされており、迅速

で質の高い行政サービスが提供されている

と感じる町民の割合 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

49.9％ 55.9％ 

１．成果指標【まちづくり指標】 

◆連結実質赤字比率 

 

現状値(令和元年度)  目標値(令和 9年度) 

－ － 

現
状
と
課
題 

 

社会経済情勢が変化を続ける中、町

民の行政サービスに対するニーズは多

様化、複雑化しています。限られた財

源の中、増加する行政需要に対して、

柔軟かつ的確に対応できる行財政運営

が求められています。 

これからの行財政運営には、町民の

行政サービスに対するニーズに的確に

対応できる政策形成能力の高い職員が

求められており、職員の資質の向上を

さらに図っていく必要があります。 

職員数が減少している中において、

効率的な行財政運営を目指すには、民

間活力を効果的に活用し、施設管理や

業務のアウトソーシングなどにより町

民サービスの向上と行政組織のスリム

化を進めなければなりません。 

公共施設においては、近い将来、一

斉に更新時期の到来が見込まれていま

す。人口減少や少子高齢化に伴う施設

需要の変化を見据えながら、公共施設

等総合管理計画に基づき、施設の長寿

命化や適正配置等の計画的な推進が必

要となります。 

 

め
ざ
す
姿 

 

時代に即応した、効率的で持続可能な 

行財政運営ができるまち 
 

健全な財政運営のもと、社会情勢や多様化する町民ニーズに的確に対応したまち

を実現します。 

5-3 行財政運営 

05：地域自治～共に生き共に創る、町民主役のまち～ 基本施策 

将来の目標 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本事業 

事業：5-3-1 行政サービスの充実 

多様化する町民ニーズの把握に努めながら、窓口サービスの充実やＩＣＴを活

用した新たなサービスの展開等により、町民の視点に立った行政サービスを提供

します。 

 

事業：5-3-2 効率的・効果的な行政運営 

限られた行政資源の中で質の高いサービスを提供していくため、組織運営の最

適化や、職員の人材育成に努めるとともに、「選択と集中」による事務事業の見直

し等を図り、効率的・効果的な行政運営を実現します。 

 

事業：5-3-3 健全な財政運営 

将来にわたって行政サービスを持続的に提供するため、財政規律を堅持しつつ

計画的で安定的な財政運営を推進するとともに、収納率の向上、町有財産の有効

活用等、効率的・効果的な方法による財源の確保に努めます。 

 

事業：5-3-4 公共施設の適正化 

町民の安全で快適な暮らしを支える公共施設を今後も適正に管理していくた

め、適切かつ計画的な維持補修により長寿命化を目指すとともに、施設保有量の

最適化を図ります。また、適切な品質管理とコスト削減により経費を縮減すると

ともに、大規模改修等に備え財源の確保に努めます。 

 

 

計画名 計画期間 

白老町行政改革大綱 平成２０年度～令和２年度 

白老町集中改革プラン 平成２９年度～令和２年度 

白老町定員管理計画 平成２９年度～令和２年度 

白老町人材育成基本方針 平成１９年度～(平成２８年度改定) 

白老町財政健全化プラン 平成２６年度～令和２年度 

白老町公共施設等総合管理計画 平成２９年度～令和１８年度 

白老町公共建築物個別施設計画 平成３１年度～ 

白老町人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創

生総合戦略 

令和２年度～令和６年度 

白老町過疎地域自立促進計画 平成２８年度～令和２年度 

 

 個別計画等 

 



 

 

 

 

 

基本計画に示した重点プロジェクトや分野別計画を着実かつ効果的に推進していくため

の推進体制や進行管理のしくみなど、計画の実現に向けた留意点を示します。 

 

１ 計画の推進体制    あああああああああああああああああああああ 

（１）庁内における計画推進体制 

基本計画に基づく施策は、施策を担当する各課が計画的に推進していきます。そ 

の際、広報誌や町ホームページ等の広報手段を通じて、町民等との情報共有に努め、

協働のまちづくりを推進します。 

    また、重点プロジェクトに掲げる分野を横断する取組みについては、分野間の連

携を密にするとともに、プロジェクトチームを適宜設置するなど、効率的な実施体

制を構築します。 

 

（２）協働・連携による計画推進体制 

 町民や事業者、各種団体などと議会、行政による協働のまちづくりを推進すると

ともに、国や北海道、近隣市町村などとの広域的な連携・協力体制を深め、総合的か

つ効果的に計画を推進していきます。 

    また、総合計画審議会を評価機関として位置付け、各種施策の評価とともに計画  

の進行管理を行い、計画の見直しも含めた検討を行います。 

 

２ 施策指標による進捗管理あああああああああああああああああああああ 

目標と成果の可視化を図るため、施策ごとに指標を設定します。施策指標については、

各施策のめざす姿や重点プロジェクトの達成度を確認するための一つの目安として活用し

ます。客観的な数値により進捗を測る「客観的指標」と町民の評価による「主観的指標」

を組み合わせて、その推移を検証に活用し、計画の進捗管理を行います。 

 
客観的指標  実績数値により成果を客観的に表し、定量的に把握する指標（原則、毎年

度、実績数値を把握する） 

主観的指標  町民の満足度など、町民がどのように感じているのかを表し、町民意識調 

査等により把握する指標（２年毎の町民意識調査により把握する） 

 

３ 計画推進に向けた行政経営ああああああああああああああああああああ 

 総合計画の具体的な施策展開（事務事業）などを示した「総合計画実施計画」の推進を

図るため、「白老町行政改革大綱」及び「白老町財政健全化プラン」の２つの計画を踏まえ

ながら、限られた行政資源（ひと・もの・金・情報）の最適配分・有効活用を図ります。 

 

  

  

計画の実現に向けて 

第３部 基本計画 
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白老町財政健全化プラン 

効率的・効果的な財政運営 

持続可能な財政運営 

白老町行政改革大綱 

行政活動の再構築 

行政体制の整備 

選択と集中 

総合計画 基本計画 

実施計画 
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